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令和２年６月18日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第５号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第12号 令和２年度宮崎県一般会計補正

予算（第５号）

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○報告事項

・令和元年度宮崎県立病院事業会計予算繰越計

算書

・損害賠償額を定めたことについて

・令和元年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

・令和元年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他の報告事項

・新型コロナウイルス感染症に係る第２波・第

３波に備えた取組について

・新型コロナウイルス感染症に関する本県の対

応状況等について

・次期指定管理候補者の選定について

・第４期宮崎県地域福祉支援計画の策定につい

て

・第４期宮崎県自殺対策行動計画の策定につい

て

・宮崎県高齢者保健福祉計画の策定について

・第６期宮崎県障がい福祉計画等の策定につい

て

・宮崎県動物愛護管理推進計画の策定について

出席委員（８人）

委 員 長 図 師 博 規

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 井 本 英 雄

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

委 員 重 松 幸次郎

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

病 院 局 医 監 兼
菊 池 郁 夫

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
久 保 昌 広

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 米 良 勝 也

県立日南病院長 峯 一 彦

県立日南病院事務局長 永 田 耕 嗣

県立延岡病院長 寺 尾 公 成

県立延岡病院事務局長 田 中 浩 輔

病院局県立病院
松 田 真 二

整 備 推 進 室 長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

福祉保健部次長
小 川 雅 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
和 田 陽 市

（保健･医療担当）

こども政策局長 矢 野 慶 子

福 祉 保 健 課 長 山 下 栄 次

指導監査・援護課長 林 謙 二

医 療 薬 務 課 長 小 牧 直 裕

薬 務 対 策 室 長 林 隆一朗

国民健康保険課長 野 海 幸 弘

令和２年６月18日(木)
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長 寿 介 護 課 長 佐 藤 彰 宣

医療・介護連携
市 成 典 文

推 進 室 長

障がい福祉課長 重 盛 俊 郎

部 参 事 兼
木 添 和 博

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 川 越 正 敏

感染症対策室長 有 村 公 輔

こども政策課長 児 玉 浩 明

こども家庭課長 壱 岐 秀 彦

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 部 幸 信

議事課主任主事 三 倉 潤 也

○図師委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

それでは、報告事項等に関する説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○桑山病院局長 おはようございます。病院局

です。よろしくお願いいたします。

病院局からは、今議会では議案をお願いして

おりませんけれども、報告事項が１件、その他

報告事項が１件でございます。

まず、報告事項でございますが、令和２年６

月定例県議会提出報告書を御覧ください。

表紙をめくっていただきまして、一番下の別

紙８と右に書いてあります繰越し関係の報告で

ございます。報告書の29ページでございますが、

これは、令和元年度に予算計上しました経費の

うち、今年度に繰り越したものにつきまして、

地方公営企業法第26条第３項の規定により報告

をするものでございます。

続きまして、その他報告事項でありますけれ

ども、お手元の厚生常任委員資料を御覧いただ

きたいと思います。

表紙をめくっていただきまして、新型コロナ

ウイルス感染症に係る第２波・第３波に備えた

取組についてでございます。

県内では、４月12日以降、新たな感染は確認

されておりませんが、今後、第２波・第３波が

発生した場合に備えた各県立病院における対策

とその取組状況について御報告を申し上げます。

詳細につきましては、次長のほうから御説明

を申し上げますので、よろしくお願いします。

私からは、以上でございます。

○久保病院局次長 それでは、私のほうから詳

細を説明させていただきます。

まず、「令和元年度宮崎県病院事業会計予算の

繰越計算書について」という白い冊子を御覧く

ださい。29ページ、青いインデックスで別紙８

と表示されているところを御覧ください。

今回は、県立宮崎病院再整備事業及び県立延

岡病院建設改良事業に係る予算の繰越しでござ

います。

まず、県立宮崎病院再整備事業につきまして

令和２年６月18日(木)
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は、表の左から４番目の欄にございますとおり、

令和元年度予算では建設主体工事や工事監理業

務委託費等として、19億8,400万円余を計上して

おりました。そのうち、年度内の支払い義務発

生額が１億4,600万円余で、翌年度繰越額は17

億5,800万円であります。

これは、平成31年３月に契約した建設主体工

事の令和元年度の支払い予定額を17億5,800万円

としておりましたが、工事の若干の遅れ等がご

ざいまして、受注者から予定していた部分払い

の請求がなかったことにより繰越しを行うもの

であります。

なお、その財源は、全額企業債を充てること

としております。

また、予算計上額から支払い義務発生額と翌

年度繰越額を差し引いた不用額は、8,000万円余

でございます。

次に、その下の県立延岡病院建設改良事業に

ついてです。

これは、老朽化している延岡病院の施設改修

等を計画的に行い、適切な維持管理を行うため

の事業で、令和元年度予算は、表の左から４番

目の欄にありますとおり、３億4,600万円余を計

上し、中央監視制御用無停電電源装置、空調自

動制御機器等の改修工事、浸水対策工事や照明

設備改修工事等を実施したところです。

そのうち、年度内の支払い義務発生額は２

億4,500万円余で、翌年度繰越額は6,650万円余

であります。

これは、浸水対策工事及び照明設備改修工事

に係る工期を延長したことに伴い、予算の繰越

しを行うものであります。

具体的には、浸水対策工事では、水の侵入を

防ぐための止水板の性能変更に伴い、その納入

に時間を要したことから、また、照明設備改修

工事では、新型コロナウイルス感染症対策に係

る院内への立入り制限によりまして、屋内での

工事を一時中断したことから工期を延長したも

のであります。

なお、その財源は、企業債及び損益勘定留保

資金を充てることとしております。

また、予算計上額から支払い義務発生額と翌

年度繰越額を差し引いた不用額は、3,400万円余

でございます。

予算繰越計算書に関する説明は以上でござい

ます。

続きまして、新型コロナウイルス感染症に係

る第２波・第３波に備えた取組について、御報

告いたします。

常任委員会資料の１ページをお開きください。

まず、１の概要にございますとおり、県内で

は、４月12日以降、新たな感染は確認されてお

りません。入院患者もゼロの状況ですが、今後、

第２波・第３波の発生も懸念されますことから、

各県立病院では、院内感染防止の徹底など、様

々な対策に取り組んでいるところです。

具体的には、２の県立病院における主な対策

とその取組状況を御覧ください。

まず、（１）の院内感染の防止ですが、①の外

来患者対策として、サーモグラフィーによる検

温や問診の実施、待合室での感染対策の徹底な

どに取り組んでいるところです。

また、②の入院患者対策として面会を原則禁

止とさせていただいているところです。疑い患

者入院時の迅速な検査体制の構築につきまして

は、院内感染を未然に防ぐために、患者が入院

されるときなどに、医師の判断で感染の有無を

院内で検査できるよう、ＰＣＲ検査機器の導入

等を進めているところです。また、院内感染の

発生を想定した訓練なども実施しているところ
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です。

さらに、③の病院スタッフに対しまして、毎

日の体温測定や不要不急の県外出張の自粛を要

請するとともに、④にありますとおり、物品搬

入業者等の立入り制限などを行っているところ

です。

また、万が一患者が発生した場合に備えまし

て、（２）の患者受入の準備にありますとおり、

防護具の備蓄や、病棟の一部確保、看護スタッ

フ体制の構築などに取り組んでいるところです。

そのほかに、今回の一般質問で病院局長が答

弁しましたとおり、延岡病院では、入院患者が

万が一超重症化した場合に備えまして、呼吸補

助に用いる専用のＥＣＭＯを４月から１台配備

するなど、様々な対策を講じながら、第２波・

第３波に備えているところです。

次の３は、今後の課題についてであります。

まず、（１）の地域医療機関とのさらなる連携

ですが、第２波・第３波の発生に備え、それぞ

れの地域で保健所等とも十分協議しながら、地

域の医療機関との役割分担など、適切な医療提

供体制の構築に向けて、さらなる連携を図る必

要があるというふうに考えております。

また、（２）の経営改善のほうですが、御承知

のとおり、これまで県内で発生した患者につき

ましては、全て県立病院で受け入れてきたとこ

ろであり、その結果、病床の確保をはじめ、他

の入院・外来患者の受入れを抑制してきたこと

などに伴いまして、県立病院事業の収益が悪化

しているところでございます。

このため、今回の国の交付金等による適切な

支援を受けるとともに、一層の経営改善に取り

組む必要があるというふうに考えております。

私からの説明は、以上であります。よろしく

お願いいたします。

○図師委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項などにつきまして質疑がありました

らお願いいたします。

○右松委員 日頃から本当にお疲れ様でござい

ます。最後に御説明いただいた経営改善の部分

で今後の課題なんですが、一般質問でも出まし

たし、また私と西村議員で監査をしたときにも

経営のダメージについていろいろ聞かせていた

だきました。

それと、２月、３月の段階だったと思います

けど、収益の悪化が２億5,000万円ありますし、

４月以降も当然、感染症対策指定医療機関とし

ての空床確保による経営のダメージがかなり大

きくなってくるのかなというふうに考えていま

す。

先ほどの説明では、今回の国の交付金で適切

な支援を受けるということでしたが、その中に

は、空床に関しての補償は国からの交付金には

入っていないと、身銭は入っていないと思うん

ですよ。ですから、今後も感染症の第２波・第

３波に備えるために、空床確保をやらざるを得

ない中で、それがかえって経営にダメージを与

えるということが―どこまで国がそこを対応

できるか分かりませんけれども、全国知事会と

か別の形で上がっているのか分かりませんが、

今年度の見通しと、それから空床確保対策も含

めて国に対する本県からの要望が今どういうふ

うに進んでいるのか。進捗状況と２つ、お伺い

させてください。

○久保病院局次長 まず見通しというか、今後

の流れということになりますけれども、やはり

空床は一定程度確保しておく必要があるという

ふうに考えております。１病棟を空けたりする

まではないんですけれども、かなり利用を制限
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する形になりますし、かなりの期間空床を持ち

ますので、その分、収益は入ってこないという

ことになります。

そういったところの収益への影響は非常に大

きいと考えておりまして、今委員がおっしゃっ

たように、空床確保対策の国の交付金とかが活

用できないかということで、所管部局である福

祉保健部とも事務レベルではいろいろ協議させ

ていただいているところです。

また、ベッドをこれで何とか確保していきた

いと考えているところで、政策的費用で備える

ところで対応してまいりたいというふうに考え

ております。

また、国への要望等につきましても、病院局

も全国の自治体病院開設者協議会などの団体が

ございますので、そういったところも通じて、

当然知事会のほうからも県全体での中に盛り込

んでもらうなどして、対応はしていきたいとい

うふうに考えているところでございます。

○右松委員 年間を通してかなり経営のダメー

ジが大きくなってくると、収支のバランスの面

でやはり心配な部分があります。現状で、空床

に対する補償をどこまで国にしてもらえるのか、

計りかねる状況にあるんですが、今回の交付金

のメニューで防護シールドとか、先ほど説明が

あった外来患者の受入れ抑制等をされていると

いうことなんですけど、交付金のメニューにつ

いては、しっかりと活用していくということだ

と思うんですが、今後その辺の活用をどのよう

に進めていくのかということを、新型コロナウ

イルス感染症対策として県で進めているのか、

概略を教えてください。

○桑山病院局長 現在、全国的に見ても感染が

一定程度収まっている状況の中で、国において

も、やはり第２波・第３波に備えた体制を構築

すべきときという認識を持って、各種の支援の

検討がなされているように伺っています。

重点病院を指定するとか、いろんな構想があ

るようで、それに応じた交付金、空床確保等の

支援のための交付金等も検討されると思います

ので、そういったものを有効に活用して、実際

県立病院においても、今は収束して県内では小

康状態になっておりますので、一定程度は患者

を戻すような―完全に元の状態ではないんで

すけれども、一定程度戻して、患者の受入れも

少しずつ増やしていくような態勢を取りつつあ

ります。しかし、やはり第２波・第３波を考え

ますと、一定の備えをしておく必要があります

し、そういったものに対して、今後国も支援を

具体化していくと思いますので、有効に活用し

ながら、経営の面からもしっかり対応していき

たいというふうに思っております。

○右松委員 分かりました。よろしくお願いし

ます。

○満行委員 関連です。1999年の感染症法への

変更後、今回の新型コロナが全国的に初めての

本格的運用となったところでしょうし、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法も初めてなんだ

ろうと思いますが、そもそも感染症指定医療機

関があって、県立病院も入っているんですけど、

幾ばくかお金をもらっているわけですが、県立

病院だからといっても、さらに３分の１ぐらい

多分マイナスになっているんですよね。

国の補助はあるんですけど、なぜ県立病院な

のにまたそこでマイナスになっているのか、そ

の理由は分かりますか。交付金の算定は300万円

ぐらいだったと思いますけどね。

○久保病院局次長 感染症対策ということで毎

年補助金を頂いているんですけれども、県立病

院だから交付されているというのは、私も今初
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めて知りました。申し訳ございません。

○満行委員 恐らく政策医療をやるところだか

らということでしょうけど、本来たったの数百

万円、ふだんだったら使えますよということだ

から、そのぐらいしか国は見ていないのかもし

れませんが、通常でも政策医療をいっぱいやら

ないといけないのに、通常の交付金、補助金も

本当に少ない。

実際、今回入れたあの４床を動かして、病床

を全部、そして職員も全員で対応しないとでき

なかったという問題―やっていただいたから

よかったんですけど、結果的にこれ以上国の支

援が途切れてしまったら、本来県立病院が行う

べき業務ができなくなってしまうのではないか

と、そんなふうに申し上げましたけれども、県

立病院の必要な予算を、しっかり政策医療とい

う部分を、せめて国が全額見るという姿勢が正

しいわけで、ぜひ病院局としても知事部局に向

けて、予算獲得に向けてしっかり必要な経費は

頂くという姿勢で臨んでいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

○桑山病院局長 おっしゃるように、通常、各

県立病院は感染症病床を持っておりますけれど

も、これについては、ほかの日向であるとか、

小林であるとか、そういった感染症指定医療機

関と同等の国からの補助なりを受けながら、日

頃から病床を確保してきたところでございます。

そうした中で、今回の新型コロナウイルス感

染症に関して言えば、国は徐々に診療報酬の面

では、手厚さを深めていく方向に動いていまし

て、通常の感染症として結核などがありますが、

これと比較すると、今回の感染症を受け入れた

場合には、金額にして診療報酬額を１日当た

り9,500円高くしますよとか、ＩＣＵとか重症化

した患者を受け入れる場合には、当初は２倍で

やっていましたけれども、３倍に引き上げると

いうふうなことで、診療報酬上の強化を深めて

いっております。

しかし、患者が入らない中で経営のマイナス

が生じる場合があります。そういうものに対し

て、今国のほうでは、空床確保に対していろん

な措置を検討しているというふうに聞いており

ますので、我々としても患者が入った場合は診

療報酬上の手当てをしっかりして、患者が入ら

ない場合の空床状態に伴う損失、経営上のマイ

ナスについても、今後とも全国知事会なり病院

関係の協議会などを通じて、国にしっかり要望

して、本来の病院運営に大きな支障を来すこと

がないように取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○井本委員 空床が生じているということは、

本来県病院に入らなければいけなかった患者さ

んは民間に行ってしまったんですか。

○久保病院局次長 例えば、宮崎病院の例で申

し上げますと、最初に患者が発生したときには、

一部民間に転院していただいた方もいらっしゃ

います。同じ病院の中でまだ病床使用率が100％

ではございませんので、空いているところに転

院する―転棟と言いますけれども―移動し

てもらったりして病床を空け、受け入れるため

の準備をしたというのが主なところでございま

す。

病床使用率100％ということはまずあり得ませ

んので、ぎりぎりのところで、病院全体で病床

を空けるために工夫をしながら、また、今回の

課題でも申し上げましたように、常日頃から地

域との連携も取っておりますので、地域に出せ

る患者さんに対しては、そういう形でお願いを

して、患者を受け入れるためにかなり病院のほ

うでも苦労しながら対応してまいったところで
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ございます。

○徳重委員 県内からの紹介がそれぞれあろう

かと思うんですね。この４月、５月を通して、

受入れを断ったというような記録が何件ありま

すか。コロナの関係で指定病院ということでも

あり、空き病床はあるわけですけれど、もう今

の状況では受けられない、手術もできないとい

うことで、病院の都合等で断ったケースが何件

あるかです。

○菊池県立宮崎病院長 宮崎病院は幸いなこと

に、コロナということで断ったことはありませ

ん。

そのほかに断ったということもないと思いま

す。宮崎県の場合は、県病院が、「今コロナで大

変だ」ということになると、協力してくれる病

院がありますので、そちらのほうにお願いする

ということで、非常にスムーズにいったんじゃ

ないかと考えております。

○寺尾県立延岡病院長 延岡の実態を御紹介さ

せていただきます。

延岡では、断るのではなくて、緊急疾患、臨

時疾患、そういうものは全て受け入れました。

その代わり、例えば予定を立てて行う手術です

ね。良性の病気の手術の方たちについては、私

が各診療科の科長たちに、２割減らしてくれと、

３月の時点で言いまして、４月、５月は、確か

に予定の手術の方々を後ずらしにさせていただ

いたと。そういう方々がまだ今待っている。例

えば手術で言えば、良性の病気の手術の方、悪

性の方々はやっぱりがんは待たせるわけにもい

かないということで、できるだけスピーディー

にやって、緊急の方たちは必ず受けるという形

でやっておりまして、明日19日に、予定の手術

を２割落としていたのを解除するということを

申し上げてきたところでございます。

○峯県立日南病院長 急性期疾患の最たる心筋

梗塞、脳卒中がありますが、日南病院は、圏域

で完了すべき患者さんは全て受け入れておりま

して、断った事例はございません。

悪性疾患、がんに関しても、進行していて急

いで手術をしなければいけないものは対応して

おりますが、待てるものはしばらく待ってくだ

さいということでやりましたので、コロナが原

因で患者さんの受入れができなかったというこ

とはなかったと思います。

○徳重委員 それぞれ精いっぱいの対応をして

いただいてありがたいと存じます。

２か月なり３か月、支出を増やして遅らせな

ければならないような状況になっていたわけで

すね。そういう実態があったわけですから、何

かリスクというか、金額的には相当なものか

ちょっと分からないんだけど、やはり相当影響

していると理解していいんですかね。先ほど、

次長からお話があった数字の中に入っているん

じゃないかとは思うんだけど。

○桑山病院局長 本会議では、ちょうど決算の

取りまとめをやっておりましたので、それを患

者数で試算して、２億5,000万円程度の数字をお

示ししました。今年度については、金額的な御

説明は難しいのですが、入院・外来患者数の動

向を見ますと、５月の速報まで含めまして、入

院・外来等で20％弱の患者数の減となっており

ますので、やはり２月、３月に引き続いて収益

面でも大きな影響が出ているのではないかと

思っております。

○徳重委員 分かりました。

○右松委員 私の妻の母が埼玉県の病院に入院

していたのですが、手術が遅れたという話も伺っ

たりしていました。面会がなかなかできない状

況だったのですが、そこの経過は埼玉とは事情
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が違うと思うんですけれども、面会関係はどう

いう対応を取られているのですか。

○菊池県立宮崎病院長 宮崎病院は、コロナに

なってからは原則１人ということで、直属の方

でない限り１人以上は認めないということでう

たって、緊急じゃなければ御遠慮していただき

たいということで、エレベーターのところでま

ず届け出をして、ナースステーションのところ

で届け出をしてという形でやっております。

○寺尾県立延岡病院長 ほぼ同様でございます。

病院側から要請があったらお呼びする、そうで

ない場合はお断りするということで、病院の入

り口にも大々的に、ホームページ等にも記載さ

せていただいております。そういう現状でござ

います。

そのため、院内にローソンが入っていますが、

売上げが落ちたからどうにかしてくれというこ

とも言われたりしているんですけれども、そこ

も併せて検討しなければならないという思いは

持っています。

○峯県立日南病院長 日南病院では、入院患者

に対して面会証というのを作っておりまして、

１人の患者さんに対して１枚ですね。その人だ

けが患者さんの身の回りをしてくださる方とし

て入っていただくというふうにしております。

あと、面会届には、入室時間、患者さんの氏

名とか、そういうものを書いてもらっておりま

して、一応何かあったときに、面会者は後から

追跡できるような体制を取っております。

○満行委員 経費を仕分けるんでしょうけど、

予防、患者への治療、それをコロナに係る部分

と、それ以外の一般の診療部分というのは、仕

分はできているんでしょうか。

○久保病院局次長 病院現場では、これがコロ

ナの分とか、これはそうじゃない分という仕分

はやれる状況ではないと思います。ただ、一応

経理の計算作業の中では、後で分かるように、

大体目ぼしいところを把握できるような分析は

今進めているところでございます。

日頃から分類している状況ではございません。

○満行委員 経費が幾らかかったかというのは、

その現場はもちろん火事場みたいな感じでしょ

うから、持っていくものが、どこに行っている

かというのはなかなか難しいでしょうけど、そ

れはもう収益でカバーしないと、結局どこでそ

の支出が増えたかという分析がなかなか難しい

ところの仕分をどうされるのかなと思ったんで

すけど。色がついていないので、なかなか仕分

が難しいということですね。分かりました。

○脇谷副委員長 昨日のテレビの番組でやって

いたんですけど、ワクチンについて、アメリカ

で開発されたということなんですが、先生方は

どのように見ていらっしゃるのかということを

お聞きしたいのですが。

○菊池県立宮崎病院長 私も最新の情報がある

わけではなく、同じようなことなんですが、基

本的にワクチンは健康な人に使う薬ですので、

例えばアビガンをコロナに使いましょうとか、

レムデシビルを使いましょうというレベルでは

ないんですね。だから非常に安全性が求められ

ると。しかも日本の場合は、子宮頸がんのワク

チンがあって、あれも結論が出ていないんです

けれども、特に日本人は100％の安全を求めると

いうような傾向がございますので、非常に難し

いのではないかと思います。

首相は、ワクチンは１年でできる、２年でで

きるという話をしてますけど、私個人としては、

やっぱり無理だろうと思っています。ただ、希

望は持っていますので、早くできたら僕自身も

使いたいなと思います。
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○寺尾県立延岡病院長 私も、もちろんワクチ

ンができれば、ここで議題になるようなことに

は一切ならないんだろうと思います。７割、８

割の人が抗体を保有すれば、Ｂ型肝炎とかと同

じようになっていくのでしょうし、インフルエ

ンザもしかりですよね。そうなるには、やはり

２年から３年と。もう世界ではかなりの種類の

ワクチンが乱立していますが、恐らくほとんど

落ちていくのだろうと思います。

今、菊池院長が言われたように、有害事象等

で振るい落とされていって、一部だけ残ってく

ると。それに至るまでには、やはり数年かかる

のではないかなという予想です。まだ昨日、よ

うやくその第１相試験が始まったような次元だ

と聞いておりますので、本当に２相、３相が終

わって、現場に来るのにはもうちょっとかかる

のかなと思うところでございます。

○峯県立日南病院長 菊池病院長が言われまし

たように、これは治療薬とは違うので、１人で

も後遺症とか何か事故があったら、もう全てが

駄目になるものですから、簡単には使えないと。

それと、ワクチンは基本的に弱毒菌を使いま

すので、弱毒菌は弱ければ役に立たないし、強

ければ後遺症が出るし、そこのさじ加減が一番

難しくて時間がかかるということなので、いつ

できるか分かりませんが、私ももちろんできれ

ば使いたいとは思いますけれども、いつできる

のかはまだ誰にも分からないのではないでしょ

うか。

○徳重委員 １つだけ。非常に気になっていた

ところなんですが、宮崎県の先生方の努力によっ

て、17名の患者が出た中で死亡者が一人もいな

かったということの結果ですが、宮崎県で発生

した患者を全て県病院で受け入れたのか、また、

その中で、軽症、中症、重症の割合が分かって

いれば、教えていただきたい。

○久保病院局次長 県内で発生した17名、全て

県立３病院でそれぞれ受け入れております。重

症かどうかということですが、私が聞いている

限りでは、幸いにして、人工呼吸器を使用する

ほどの重症な患者はいらっしゃらなかったよう

に聞いております。

○右松委員 先ほどの交付金の話と重なるかも

しれませんが、今回メニューとして国から提示

されているもので、使うもの、使わないもの、

―感染症の指定医療機関ですから、動線とか、

その辺りは常にある程度しっかりできていると

思うんですが、メニューの中には、動線の確保、

レイアウトの変更とか、電話等情報通信機器を

用いた診療体制を確保する、そして医療従事者

の院内感染防止、研修、あるいは健康管理とか、

いろいろメニューがこうずらっとあって、病床

数によって100床ごとに1,000万円の追加をして

いくとか、それから基本の200万円プラス５万円

掛ける病床数と、いろいろ支援メニューがあり

ますけど、その辺はきっちりと最大限活用する

というふうな形で、病院のほうでは進んでいる

のかなと思いまして、ちょっと教えていただけ

ると。

○久保病院局次長 委員おっしゃるとおりいろ

んなメニューがございまして、可能なものは全

て活用するという気持ちで、担当している福祉

保健部のほうと事務レベルでは日頃から調整を

させていただいているところでございます。

ただ、まだはっきりと伝わっていないところ

があるもので、それはまた調整させていただけ

ればと思っております。

○図師委員長 ほか関連も含めていかがでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○図師委員長 では、その他、報告事項以外の

ところで、病院局に関する質疑があればお受け

いたしますが、いかがでしょうか。

○井本委員 宮崎病院の建設のほうは進んでい

るんですかね。

○松田県立病院整備推進室長 ５月末の進捗状

況ですけれども、14％ということで、若干の遅

れはございますが、ほぼ計画どおりと言ってい

いのではないかと思っております。

○井本委員 コロナに関しての損に対し、万全

ということはないんだろうけど、特別、変更と

か、そういうことは全くないわけですかね。

○松田県立病院整備推進室長 コロナに対する

変更とかいうことについては、専門のドクター

と話し合いながら対応していきたいというふう

に思っています。現在、スタッフと密に協議し

ながら進めているところで、今後計画の変更が

生じる部分があると思います。

○図師委員長 ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、以上をもって病院局

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午前10時41分休憩

午前10時49分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

まず、本委員会に付託されました議案などに

ついて、部長の概要説明を求めます。

○渡辺福祉保健部長 福祉保健部でございます。

今日は、本会議を含めありがとうございます。

議案等について説明させていただきますが、

概要について、私のほうからこちらの常任委員

会資料で説明させていただきます。

本日の説明事項につきましては、予算議案２

件のほか、特別議案が１件、報告事案が３件、

その他報告事項が３件でございます。

まず、予算議案でございますが、資料の１ペ

ージを御覧いただければと思います。

表になっておりますけれども、今回６月補正

としてお願いしております議案第１号「令和２

年度宮崎県一般会計補正予算（第４号）」と、議

案第12号「令和２年度宮崎県一般会計補正予算

（第５号）」と書いてあるところであります。

内訳につきましては、歳出予算集計表の下か

ら５行目に、議案第１号（第４号）の欄にあり

ますとおり、986万1,000円の増額と、追加提案

をさせていただきました議案第12号（第５号）

の欄にありますとおり、123億316万9,000円の増

額をお願いしております。

その結果、福祉保健部の補正後の予算額は、

表の一番下の右欄にありますとおり、一般会計

と特別会計を合わせまして、2,467億8,105

万8,000円となります。

主な事業でございます。

３ページをお願いいたします。

これまで、新型コロナ対策に関する予算とし

ては、表にありますとおり、Ⅰの感染拡大防止

策と医療体制の整備、Ⅱの雇用維持・人材育成

と事業継続のための支援、こちらを中心に３月、

４月、５月でそれぞれ緊急的な対策を講じさせ

ていただきました。

今回の追加補正予算案につきましては、６月12

日に成立した国の第２弾の補正予算を踏まえて

緊急的に実施すべき事業として、網掛け部分に

なっております６月補正追加と書いてあります

けれども、こちらの部分をお願いさせていただ

くものであります。

予算議案の２つ目については、５月に行いま
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した専決処分の承認をお願いさせていただくも

のであります。

続きまして、特別議案に移らせていただきま

す。

議案第５号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」の１件でありまして、その

詳細につきましては、この後、担当課長が御説

明をさせていただきます。

次に、報告事項であります。

本日御説明いたしますのは、「損害賠償額を定

めたことについて」、「令和元年度宮崎県繰越明

許費繰越計算書」、及び「令和元年度宮崎県事故

繰越し繰越計算書」の３項目であります。

詳細は、後ほど説明させていただきます。

最後に、その他報告事項としまして、新型コ

ロナの対応状況、また次期指定管理候補者の選

定、今年度策定・改正予定の主な計画の３項目

であります。これも後ほど、詳細を説明させて

いただきます。

なお、追加資料としまして、昨日、福祉保健

部のほうで改定させていただいたんですが、イ

ベントの開催日ですとか、県外との往来に関す

るものについても、後ほど御説明させていただ

きます。

概要は以上です。

○図師委員長 次に、議案及び報告事項につい

て説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○川越健康増進課長 健康増進課の補正予算案

について御説明いたします。

令和２年度６月補正歳出予算説明資料の23ペ

ージをお開きください。

健康増進課の補正予算額は、補正額の欄にあ

りますとおり、986万1,000円の増額補正であり

ます。その結果、補正後の予算額は、右から３

列目の補正の額の欄にありますとおり、53

億7,590万3,000円となります。

25ページをお開きください。

（事項）母子保健対策費の説明欄、周産期母

子医療センター災害時医療提供設備整備事業986

万1,000円をお願いするものであります。

内容につきましては、常任委員会資料で御説

明いたします。

常任委員会資料の２ページでございます。

周産期母子医療センター災害時医療提供設備

整備事業でございますけれども、１の目的・背

景にありますが、県西地区の地域周産期母子医

療センターである国立病院機構都城医療センタ

ーにおいて、災害時に使用する自家発電設備に

係る燃料タンクを整備することにより、災害時

の周産期医療提供設備の維持・確保を図るもの

であります。

２の事業概要ですが、都城医療センターが実

施する自家発電設備に係る燃料タンクの増設・

強化工事に対し、補助を行うものであります。

３の事業費でありますが、燃料タンクの場

合、2,933万3,000円が国の交付基礎額になって

おりまして、それに国の調整率0.33を乗じた986

万1,000円をお願いしておりまして、財源は全額

国費であります。

４の事業効果でありますが、本事業により県

西地区の整備が図られまして、県内の周産期医

療体制に係る４地区（県央・県南・県西・県北）

全てにおいて、災害時においても、一定期間、

地域周産期母子医療センターの診療機能を維持

することができると考えております。

また、南海トラフ巨大地震による津波被害が

発生した場合、沿岸部の周産期医療の後方施設

として大きな役割を担うなど、本県の災害医療
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対応機能の充実が図られると考えております。

説明は以上であります。

○山下福祉保健課長 続きまして、追加補正の

説明をさせていただきます。

議案第12号の歳出予算説明資料９ページをお

開きください。

福祉保健課の補正予算額は、９ページの左の

補正額の欄にありますとおり、62億6,220万9,000

円の増額補正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますように、183億9,227

万9,000円となっております。

11ページをお開きください。

（事項）生活困窮者支援事業費の説明欄、１

（１）ア、新規事業、生活困窮者自立相談支援

体制強化事業1,286万3,000円の増額補正であり

ます。

詳しくは、後ほど常任委員会資料で御説明さ

せていただきます。

続きまして、次の（事項）新型コロナウイル

ス感染症対策事業費の説明欄、１、新規事業、

新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金

交付事業62億4,314万6,000円の増額補正であり

ます。

こちらも常任委員会資料で御説明させていた

だきたいと思います。

それでは、常任委員会資料に移りまして、４

ページをお開きください。

新規事業、生活困窮者自立相談支援体制強化

事業でございます。

１の目的・背景ですが、新型コロナウイルス

感染症の影響によりまして、生活困窮者からの

相談が増加していることや、生活福祉資金の利

用者等が貸付期間を終了したときにさらに支援

が必要となる場合も見込まれておりますことか

ら、県の福祉事務所に設置する生活困窮者自立

相談支援機関の体制の強化が必要となっており

ます。

２の事業概要ですが、県の各福祉事務所に１

名ずつ配置しております生活困窮者自立相談支

援員を５名増員いたしまして、体制の強化を図

り、以下の事業を実施いたします。

（１）にありますとおり、住居確保給付金等

を利用した方に対しての継続的な支援ですとか、

（２）、（３）にありますとおり、巡回相談等に

よる支援ニーズの掘り起こし、それから各種支

援相談制度の情報提供、利用支援を実施します。

また、（４）にありますとおり、ハローワーク等

と連携して就労支援を実施していきたいと考え

ております。

３の事業費ですが、1,286万3,000円でありま

して、財源内訳は、国庫支出金が964万7,000円、

一般財源が321万6,000円となっております。

最後に４の事業効果でございますが、生活困

窮者自立相談支援機関の体制強化をすることに

より、増加する生活困窮者からの相談に速やか

に対応するとともに、住居の問題や就労の問題

など、一人一人の事情に即した幅広くかつきめ

細やかな支援により、生活の安定が図れるもの

と考えております。

続きまして、５ページでございます。

新規事業「新型コロナウイルス感染症対応従

事者等慰労金交付事業」及び改善事業「保護施

設衛生管理支援事業」でございます。

１の目的・背景ですが、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止、収束に向けてウイルスに立

ち向かい、日夜、献身的に御尽力いただいてお

ります医療、介護、障害福祉サービス等に従事

する職員の皆様へ、最大20万円の慰労金を支給

するものでございます。
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２の事業概要ですが、（１）支給対象者は、医

療機関、高齢者施設、障害児者施設、救護施設

に勤務する職員、約10万人を想定しております。

（２）支給額は、一番上の欄ですが、医療機

関のうち感染症患者を受け入れる医療機関等に

勤務し、実際に診療等を行っている医療機関等

の職員、及びその下なんですが、高齢者施設、

障害児者施設等で新型コロナウイルス感染症が

発生または濃厚接触者に対応した施設に勤務し、

利用者と接する職員に20万円の支給となってお

ります。

次に、３段目、医療機関のうち、感染症患者

を受け入れる医療機関等に勤務する職員に10万

円の支給ということになっております。

また、一番下ですが、それ以外の施設の職員

が５万円となっております。

３の事業費ですが、62億4,934万6,000円で、

財源は緊急包括支援交付金等の国庫支出金と

なっております。

４の事業効果ですが、慰労金を支給すること

により、医療従事者や職員の皆様に感謝の意を

伝えるとともに、職員の士気向上や患者等の受

入れ態勢の維持が図られるものと考えておりま

す。

福祉保健課からの説明は、以上です。

○小牧医療薬務課長 医療薬務課分を御説明い

たします。

まず、お手元の令和２年度６月補正歳出予算

説明資料（議案第12号）を御覧ください。

13ページをお開きいただきたいと思います。

補正予算額は、左の補正額の欄にございます

とおり、56億465万円の増額補正でございます。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目の

補正後の額の欄にございますように、121億323

万円となっております。

15ページを御覧ください。

（事項）新型コロナウイルス感染症対策費の

補正額の欄、56億465万円でございますが、補正

後の予算額は、右から３列目の補正後の額の欄

にございますように、69億3,986万1,000円となっ

ております。

下の説明欄、改善事業、新型コロナウイルス

感染症対策体制確保事業の内容につきましては、

常任委員会資料で御説明いたします。

常任委員会資料の６ページを御覧ください。

改善事業、新型コロナウイルス感染症対策体

制確保事業でございます。

まず、１の目的・背景でございますが、これ

まで取り組んでまいりました陽性患者の受入れ

体制確保対策に加えまして、救急・周産期・小

児医療機関の院内感染防止や、一般の医療機関、

薬局等における感染拡大防止等の支援を行うも

のでございます。

次に、２の事業概要でございますが、（１）の

救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対

策につきましては、新型コロナ疑い患者の診療

を行う救急・周産期・小児医療機関に対して、

感染防護に必要な設備等の整備や診療体制を確

保するために必要な経費を支援するものでござ

います。

次に、（２）の医療機関・薬局等における感染

拡大防止等につきましては、一般の医療機関・

薬局等に対して、院内での感染拡大を防ぎなが

ら、地域で求められる医療を提供できるよう、

取組の例が下にございますけれども、①施設内

の消毒、②待合室の混雑防止のための予約診療

の拡大、③疑い患者と他の患者が混在しないた

めのレイアウト変更など、感染拡大防止等に必

要な経費を支援するものでございます。

３の事業費につきましては、56億465万円をお
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願いしております。

財源につきましては、全額、国の二次補正予

算で措置されました新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金を活用することとしており

ます。

最後に、４の事業効果でございますが、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しなが

ら、地域で必要な医療提供体制の確保が図られ

るものと考えているところでございます。

医療薬務課分の説明は、以上でございます。

○川越健康増進課長 健康増進課の補正予算に

ついて御説明をいたします。

議案第12号の歳出予算説明資料17ページをお

開きください。

健康増進課の補正予算額は、補正額の欄にあ

りますとおり１億2,600万円の増額補正でありま

す。その結果、補正後の予算額は、右から３列

目の補正後の額の欄にありますとおり、55億190

万3,000円となります。

19ページをお開きください。

（事項）新型コロナウイルス緊急対策費の説

明の欄、改善事業、新型コロナウイルス緊急対

策事業１億2,600万をお願いするものでありま

す。

内容につきましては、常任委員会資料で御説

明いたします。

常任委員会資料の７ページをお開きください。

改善事業、新型コロナウイルス緊急対策事業

であります。

この事業は、４月補正で19億円余りを計上し

ました事業でございますけれども、今回ＰＣＲ

検査の強化のために補正をお願いするものであ

ります。

まず、１の目的・背景ですが、新型コロナウ

イルス感染症の第２波・第３波に備えて、ＰＣ

Ｒ検査を必要とする患者に適切に検査を実施で

きる体制を早急に構築する必要があります。

２の概要でございますが、ＰＣＲ検査、主に

検体採取を地域で行えるよう医師会等に委託し、

二次医療圏ごとに７つの地域外来・検査センタ

ーを整備するものであります。

下にイメージ図をつけておりますので、そち

らのほうを御覧ください。

これは、厚生労働省が作成しているイメージ

図でございますけれども、左側の既存の主な検

査の流れにありますとおり、現在は、主に患者

は帰国者・接触者外来を受診し、そこで検体を

採取して、保健所が県の衛生環境研究所に搬送

して検査を行っているところです。

右側の新たな検査の流れでは、地域の診療所

等を受診し、そこから紹介されて医師会等が運

営する地域外来・検査センターで検体を採取し、

民間検査機関等でＰＣＲ検査を行うものです。

その右側に、厚労省から矢印が来ております

けれども、厚労省からの補助金を活用しまして、

県からセンター運営に必要な人件費や備品等に

ついて委託料として支払うものであります。

３の事業費は１億2,600万円で、財源は国庫補

助及び一般財源が２分の１ずつでございます。

４の事業効果ですが、県内各地で地域外来・

検査センターを設置することで、検体採取の集

約化が図られ、迅速かつスムーズな検査の実施

につなげることができるというふうに考えてお

ります。

健康増進課からは以上であります。

○壱岐こども家庭課長 こども家庭課分を御説

明いたします。

令和２年度６月補正歳出予算説明資料（議案

第12号）を御覧ください。

こども家庭課のところ、21ページをお開きく
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ださい。

補正額の欄にありますとおり、一般会計につ

きまして３億1,031万円の増額補正をお願いして

おります。この結果、補正後の予算額は、右か

ら３列目の補正後の額の欄にありますとおり、

一般会計が60億2,289万3,000円となり、一般会

計と特別会計を合わせました補正後の額は、63

億3,854万円となります。

それでは、補正予算の内容について説明いた

します。

23ページをお開きください。

（事項）児童扶養手当支給事業費につきまし

ては、３億1,031万円の増額補正であります。

内容としましては、説明欄１の新規事業、ひ

とり親世帯臨時特別給付金給付事業であります

が、詳細につきましては、常任委員会資料で御

説明いたします。

常任委員会資料の８ページをお開きください。

新規事業、ひとり親世帯臨時特別給付金給付

事業であります。この事業も国の二次補正に伴

うものであります。

１、目的・背景でありますが、新型コロナウ

イルスの影響により、子育てと仕事を一人で担

う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生

じていることを踏まえ、子育て負担の増加や収

入の減少に対する支援を行うため、町村に在住

する対象者に対しまして、臨時特別給付金を支

給するものであります。なお、市在住者には、

各市から支給が行われます。

２、事業概要につきましては、（１）給付金で

ありますが、支給対象者につきましては、大き

く３つのカテゴリーがあり、ア、令和２年６月

分の児童扶養手当の支給を受けている方や、イ、

公的年金の給付等により児童扶養手当の支給を

受けていない方、ウ、新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が

児童扶養手当の対象となる水準に下がった方が

対象となります。こうした方々へは、１世帯当

たり５万円を支給するとともに、第２子以降に

つきましては、１人につき３万円を加算して支

給いたします。

さらに、②の収入が減少した児童扶養手当受

給世帯への給付としまして、エに記載をしてお

りますが、ア、イの方のうち、新型コロナの影

響で家計が急変し、収入が大きく減少している

との申出があった方に対しましては、１世帯当

たり５万円を上乗せして支給いたします。

（２）支給方法等ですが、アの令和２年６月

分の児童扶養手当支給対象者につきましては、

申請は不要でありますが、今後対象者が確定し

ますので、８月末までには支給する見込みでご

ざいます。

イ、ウ、エの方への支給につきましては、申

請が必要となり、審査、支給までの事務を可能

な限り速やかに行い、支給したいと考えており

ます。

３、事業費は３億1,031万円をお願いしており、

内訳は、給付金を３億円、事務費1,031万円を見

込んでおり、財源は全額国庫支出金であります。

４、事業効果としましては、困窮している低

所得のひとり親世帯の経済的負担を軽減し、生

活の安定等に資するものと考えております。

説明は、以上であります。

○山下福祉保健課長 常任委員会資料の９ペー

ジを御覧いただきたいと思います。

報告第１号関係、専決処分の承認を求めるこ

とについてでございます。

まず、福祉保健課の専決処分の内容は、①に

ありますとおり、生活保護諸費の補正でござい

ます。
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これは、新型コロナウイルス感染症感染拡大

防止策としまして、社会福祉協議会等へマスク

の配布を実施するため、増額補正を行ったもの

でございます。補正額は、（ア）にありますとお

り、810万3,000円で、この結果、補正後の事業

費は1,677万円となっております。

ウにありますとおり、財源は、全額国庫支出

金でございます。

福祉保健課からは、以上です。

○川越健康増進課長 健康増進課の専決処分に

ついて御説明いたします。

同じページの②新型コロナウイルス緊急対策

費の補正であります。

これは、５月14日の国の特措法に基づく緊急

事態措置の対象地域から、本県を含めまして39

県が解除されたところでございますけれども、

新しい生活様式について早急に県民の方へ定着

を図る必要があるということで、専決処分で予

算化したものであります。

補正額は1,502万3,000円でありまして、補正

後の額は19億6,552万3,000円であります。財源

は、一般財源であります。

健康増進課からは以上であります。

○林薬務対策室長 議案第５号「使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例」について

であります。

令和２年６月定例県議会提出議案の赤いイン

デックスのところ、19ページを御覧ください。

まず、改正の理由ですが、覚醒剤取締法が、

医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴い改正され、「覚せい剤取締法」の題名の

ひらがな「せい」の文字が、常用漢字の「醒」

の文字に変更されたため、所要の改正を行うも

のであります。

次に、改正の概要についてであります。

19ページの手数料、第３条、各号の243から、

次のページ251までの覚醒剤取締法の引用部分に

つきまして、改正前と後にありますように、常

用漢字の「醒」の文字に変更するものでありま

す。

次に、20ページから23ページの別表第２（第

３条関係）につきましても、同様に常用漢字の

「醒」の文字へ変更するものであります。

なお、手数料につきましては、変更はござい

ません。

最後に施行期日についてでありますが、改正

条例の公布日からの施行を予定しております。

説明は以上であります。

○山下福祉保健課長 続きまして、報告事項、

損害賠償額を定めたことについて、御説明させ

ていただきます。

令和２年度６月定例県議会提出報告書の別紙

１の青いインデックスのところ、４ページをお

開きください。

福祉保健部は、上から２番目、４番目、６番

目の県有車両による交通事故３件でございます。

まず、上から２番目の事故の概要でございま

す。

令和元年８月16日に小林保健所職員が、職場

近くの国道を右折する際、対向車線が渋滞して

いたものの、スペースがあったため右折したと

ころ、対向車線の渋滞車両の左脇をすり抜けて

くる相手方の運転する自動二輪車に気づき、一

旦停止し、相手方もブレーキをかけたものの間

に合わず、衝突したものであります。

事故の原因は、職員の前方確認が不十分であっ

たことと、相手方の前方確認の遅れによるもの

です。

過失割合は、判例等に基づき、県80％、相手
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方20％となりました。

損害額につきましては、相手方の人身損害が、

肋骨骨折、胸部・右肩打撲傷などの治療費に31

万7,511円を要し、物件損害は、相手方車両の車

体フレームなどの修理に86万790円、公用車のフ

ロントバンパーなどの修理に46万3,763円を用意

したところであります。

県の損害賠償額につきましては、人身損害31

万円余を全額自賠責保険により、物件損害は、

過失割合により算出した68万8,632円を県が加入

している任意保険から支払っており、合計の損

害賠償額は100万6,143円となっております。

次に、上から４番目の事故の概要でございま

す。

令和元年12月３日に中央福祉こどもセンター

の職員が、同センター公用車駐車場において、

後進で駐車中、前方に駐車していた相手方の所

有車両の左後方バンパーに接触したものであり

ます。

事故の原因は、職員の前方確認が不十分であっ

たことによるものであり、過失割合は県が100％

であります。

損害額は損傷した車体の修理費とレンタカー

代に11万1,811円を要したところでございます。

県の損害賠償額は、全額、県が加入している

任意保険から支払われております。

次に、上から６番目の事故の概要でございま

す。

令和２年１月29日に国民健康保険課職員が、

ＪＡ・ＡＺＭの駐車場に後進で駐車中、左隣に

駐車していた相手方の所有車両の右前方バンパ

ーに接触したものであります。

事故の原因は、職員の車両操作の誤りによる

ものでありまして、過失割合は県が100％でござ

います。

損害額は、損傷した車体の修理費に19万8,000

円を要したところでございます。

県の損害賠償額は、全額、県が加入している

任意保険から支払われております。

交通法令の遵守や交通安全の確保につきまし

ては、日頃から様々な機会を通じまして、職員

に周知徹底を図っているところでございますが、

このような事故が発生してしまい、大変申し訳

なく思っております。

今後、このような事故が起きないよう、より

一層交通安全と法令遵守につきまして、指導を

徹底してまいりたいと考えております。

損害賠償額を定めたことについての説明は、

以上でございます。

続きまして、報告事項、繰越明許費等につい

てでございます。

この同じ資料の別紙２のインデックスのとこ

ろをおめくりいただきまして、７ページをお開

きください。

令和元年度宮崎県繰越明許費繰越計算書でご

ざいます。

２月定例会におきまして、事業主体において

事業が繰越しとなるもの、工法の検討に日時を

要したことによるもの、関連工事の遅れによる

ものの理由によりまして、予算の繰越しを御承

認いただきましたことから、福祉保健部では、

下から４番目の（款）衛生費（項）医薬費の地

域密着型サービス施設等の整備から、次のペー

ジの上から３番目の（款）民生費（項）児童福

祉費の青少年自然の家管理事業までの合計で７

の事業におきまして、総額２億8,864万8,000円

を繰り越したものでございます。

次に、17ページをお開きください。

令和元年度宮崎県事故繰越し繰越計算書につ

いてでございます。
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上から２番目の（款）衛生費（項）医薬費の

介護施設等の整備に関する事業につきまして、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国

の優先供給を受けて県が緊急的に購入した消毒

液につきまして、納品時期が年度末になったこ

とに伴い、一部の納品が年度内に完了せず、２

万7,948円を繰り越したものでございます。

なお、繰越し分の納品及び支払いは、４月中

に完了しております。

福祉保健課の説明は以上でございます。

○図師委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案及び報告事項についての質疑をお受けい

たします。

○右松委員 委員会資料７ページの新型コロナ

ウイルス緊急対策事業について、ＰＣＲ検査を

各地域で行えるように、二次医療圏ごとに整備

するということですが、その前に医学的な見地

から、ＰＣＲ検査の正確性について教えてもら

いたいんですよね。ＰＣＲ検査の見解を様々調

査をしている中で、病気を正しく診断できる確

率、これが感度ですか。感度が大体50から70％

というふうに―これは当時の状況なので、現

在はもうちょっと感度が上がっているのかもし

れないんだけれども―一応そういうふうに聞

いています。70％とした場合に、３割が陽性だ

けれども、陽性という結果がＰＣＲ検査で出て

いないという状況を伺ったことがあります。

そして、逆に特異度、病気でない人を病気で

はないと診断できる割合が99％、特異度はもう

かなり高いのかな。ですから、実際は陽性なん

だけど陽性じゃないという結果が出るこの感度

だけ低いというのが、今までさんざん議論をし

てきましたけど、なぜＰＣＲ検査では大規模検

査ができないのか。そこになぜ医師が関わるの

か。やみくもにＰＣＲ検査をするよりも、医師

の診断によって陽性的中度を上げていく中で、

こういった科学的な根拠でＰＣＲ検査も限界が

あるというところで少しずつ合点が来ているん

ですよ、正直に申し上げて。

だから、福祉保健部長からもいろいろお話が、

過去、委員会でありましたけれども、なぜドラ

イブスルーの実施にクエスチョンマークがつい

ているのか。なぜ大規模検査ができないのか。

もちろん病床数とかいろんな課題があります。

陽性が出たときにどうするのか。一方で、陽性

じゃなくても陽性だ、あるいは陽性なんだけれ

ども陽性じゃないと判定され、結局市中にそう

いった形でウイルスをばらまいてしまうという、

そういった科学的な根拠というか、その辺りを

事前に説明してもらうとありがたいと思ってい

るところです。もし間違っているのであれば、

感度の部分とかは、今現在かなり上がっている

ということであれば教えてもらいたいです。

その上で、この緊急対策事業で、あくまで医

師なり病院が判断したときに、すぐに100％ＰＣ

Ｒ検査ができる体制をつくっていくということ

なんですけれども、ちょっと質問として答えづ

らいかもしれませんが、ＰＣＲ検査の正確性も

含めて、どういうふうな体制を今後つくってい

くお考えなのか、教えてもらえるとありがたい

です。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） 感

度と特異度のほうを先にお答えさせていただき

ます。

陰性は陰性というふうに考えていい特異度で

すけれども、ＰＣＲ検査の特異度については、

委員がおっしゃるように、間違いなく99％はあ

ると思っていて、いろんな計算をするときに

は、99.9％を使う人もおります。ですから、特
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異度については、陰性の人を間違って陽性です

と検査をすることは、ほぼないというふうに考

えてよろしいかと思います。

問題は、委員がおっしゃられましたように、

感度の問題で、感度は100％であれば、完全に見

逃すことはないんですけれども、感度が下がる

と感染者を見逃してしまうんですよね。委員が

おっしゃいますようにＰＣＲ検査の感度は今70

％程度と言われておりますけれども、いろいろ

データを集めますと、発症時期によって感度が

変わってきまして、今は発症の２日前から感染

力があるのではないかというふうに言われてま

して、接触者調査の対象の範囲も、発症２日前

からに拡大されておりますけれども、発症２日

前ぐらいでは、ＰＣＲの感度が半分ぐらいでは

ないかとも言われております。

発症日の感度が６割から７割、それから発症

１日目、２日目がやはり一番ウイルスを出して

いるときで、８割ぐらいまでは上がるような研

究報告が出ていますが、一般的には、いつの時

点で採取されているのか分かりませんので、基

本的には感度は70％ということで考えておりま

す。本当は３割の方はコロナウイルスに感染し

ているんだけれども、ＰＣＲ検査で見逃されて

しまうということになります。

検査も、基本的になぜ医師の判断が入ってい

るかといいますと、抗体検査を見ていても、感

染している人が東京都でこの前0.1％ぐらいに

なっていましたし、宮城県でもたしか0.03％ぐ

らいだったと思います。宮崎県でやっても、今

の状況であれば、宮城県より少ないはずなの

で、0.01％とかになってきますと、ほとんど患

者がいませんので、あらゆる人にＰＣＲ検査を

しても、恐らくほぼマイナス、陽性者がいない

という形になってきますから、陽性者を見つけ

ることが難しいということになります。という

ことで、より感染に近い方を検査したほうが、

陽性者を見つけるには非常に効率的になってき

ますので、そのためにやはり症状から医師が疑

わしいと考えた人を先に検査していくのが、陽

性者を見つけるには一番効率がいいというふう

な考え方であります。

ちなみに、今回鹿児島市で陽性が出た事例で

ございますけれども、症状が38度の発熱と軽い

倦怠感で医療機関を受診されていまして、最初

の医療機関が検査をすべきだと判断して検査を

されて確定していますので、非常に流行が少な

い時点で患者を見つける場合の効率を考えると、

このような形がやはり一番いいのかなと。そこ

でどうしても医師の判断が日本では入っている

という形になっています。鹿児島県でも医師が

判断しているんですけれども、どこで検査をさ

れて医師が検体を取られたのか、違うところで

検体を取られたのかという情報は私もつかんで

いなくて、そこが問題なんですけれども。

次に、検査そのものよりも検体を取らないと

いけないので、検体を取る作業というのが非常

に問題になっております。インフルエンザのキッ

トと一緒で、看護師が検体を採取しても、ぬぐ

い液であれば採取する行為が非常に感染リスク

を伴うことになり、どうしても検体採取をため

らわれてしまうので、ドライブスルーをやりま

しょうというふうに言っても、採取する人が手

を挙げてくれないという、なかなか難しいとこ

ろがございます。そのために県が今回、人件費

とかを補助する予算を提案させていただいて、

何とかやっていけたのではないかというふうな

ことを考えている状況でございます。要するに

検体採取というところが、かなり大きなネック

になっているということを、一つ考えておかな
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いといけないなと思っています。

○川越健康増進課長 ＰＣＲ検査につきまして

は、これまでも感染拡大防止、あるいは重症化

を防ぐという意味で、医師が必要と判断した場

合に実施しておりました。

今後の感染拡大、第２波・第３波に備えると

いう意味では、１つ目に、検査が必要な方に、

より迅速、スムーズに行えるような体制にする

こと。２つ目に、濃厚接触者の検査など感染拡

大防止対策を強化すること。３つ目に、患者や

入所者、医療従事者を守るために、院内あるい

は施設などの感染対策を強化するといった意味

からも、ＰＣＲ検査を含めまして、検査体制の

強化というのは、今後備えとして必要だろうと

考えております。

ですので、先ほど次長から説明がありました

ように、検査をするためには、やはりまず検体

を採取しないといけないということがあります

ので、例えば、いろんな医療機関がそれぞれ取

るんじゃなくて、集中的に検体を採取する、そ

ういった場所を二次医療圏ごとにつくり、そこ

で集中的に検体を採取して検査をするという体

制を早急に整備していきたいということで、今

回、追加補正という形でお願いをしております。

基本的には医師会に委託という形を考えてい

るんですけれども、市町村が設置する場合もあ

ると思います。それぞれ医療圏ごとに市町村や

医師会等と協議をしまして、どういう形でそう

いう体制ができるのかといったものを早急に詰

めて、できる限り早くできるように準備を進め

たいというふうに考えております。

○右松委員 分かりました。ＰＣＲ検査を必要

とするときには、迅速に対応できるようにして

いただきたい。そして、症状がかなり怪しいと

思われたときには、重症化する前に早めに検査

をしていくことは、やはり大事なことだと思う

んですよ。ですから、やみくもに検査をするん

じゃなくて医師の判断で構いませんけれども、

その辺りはやはり検査を分けていただきたいと。

それから、先ほど抗体の話が出ましたが、抗

原検査よりＰＣＲ検査のほうが感度がいいわけ

であって、抗体になってくると献血から抗体検

査をしていく中で、偽陽性が非常に問題になっ

ている部分があります。

新型コロナにかかっているかどうか、2019年

の中からそれが出てきたという、何かちょっと

おやっという結果も出ていると聞いています。

ですからこの抗体検査の検査キットの正確性と

いうのも非常に重要なので、その辺りが改善し

ていかない限りは、なかなか難しい問題がたく

さんあるのかなと感じています。国のほうでい

ろんなところで対策されていますので、検体検

査に関しては、中国のつくるところが全部引き

上げたというふうに聞いていますし、スイスの

ところは正確性があるけれども、まずそれを調

べないと分かりませんので、あまり突き進んで

過度に反応すると、キットの正確性も含めて、

しっかりとミスリードをしないようにしてもら

うといいかなと思っているところです。

それから、別件で、５ページの慰労金交付事

業は、委員会の前に事前に詳細な打合せをさせ

ていただきまして、いろいろ教えていただいた

わけでございますが、概要はここに出ています。

詳細な部分の支援、広報については、今後国か

らこう出てくるという話を事前にいただいたわ

けなんですけれども、県内では何万人が対象で

施設がどれぐらいあるか、今、県のほうで出さ

れているということでございましたが、実際に

慰労金が出ますよという周知の在り方で、まだ

詳細は分かっていないんですけれども、給付の
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方法について、分かっている範囲で教えてもら

うとありがたいです。

○山下福祉保健課長 ただいま委員がおっ

しゃったとおり、まだ国から具体的な手続方針

が来ておりません。まだでございますので、方

法につきましても、ある程度具体的な方法が定

まり次第、報告させていただきたいと思ってお

ります。

今、分かっている範囲でということですと、

「こういった方々に慰労金が出る」ということ

までは分かっているんですけれども、「具体的に

どういう施設のどういう方に」というところま

では決まっておりません。今、分かっている情

報の範囲内で私どもが積算した数字で言うなら

ば、医療機関が約2,300施設４万人程度、高齢者、

介護関係が3,000施設４万人、障害者関係等

で1,500施設２万人、計10万人ということです。

これは最大といいますか、こういった方々にと

いうところで今のところ積算させていただいて

いるところでございます。支給の方法も、最終

的には個人個人にお渡しするということなんで

すけれども、非常に多くの人数が対象でござい

ますので、例えば、施設対応の申請ですとか、

経営団体を通じてというような話も出てきては

いるところですが、詳細は分かりません。現状

できるだけ外部の担当に委託等の関係費用を組

ませていただいているところでございます。

国からは、８月下旬をめどに支給を開始して

ほしいと言われていますので、ひとまず今回、

補正で上げさせていただきまして、資料が入り

次第、支給方法を含めて対象者に説明させてい

ただきたいと思っております。

○右松委員 分かりました。詳細な支給方法と

かが決まりましたら、動いてもらうといいと思

います。よろしくお願いします。

ちょっと話が前後になりましたけど、コロナ

の対策が大変な中、一生懸命仕事をしておられ

ることに深く敬意を表させていただきたいと思

います。お疲れさまです。

○重松委員 関連です。慰労金の件で、詳細は

これからということなんですけれども、もう一

歩、医療機関がどこまで含まれるのかというこ

とが、ちょっと知りたいところです。それもま

だ決まっていないということなんでしょうか。

○小牧医療薬務課長 医療機関につきましては、

国の事前の説明によりますと、いわゆる病院、

診療所、歯科診療所等が対象ということで広報

を受けているところでございます。

○重松委員 例えば整形外科だとか、今、歯科

は出ましたけど、耳鼻科とか眼科とか、そうい

うところも含め―昨日ちょっと私は、整骨院

に行ったんですけど、整骨院とか、柔道整復師

とか、いろんなところがあるなと思って。どこ

まで決まっているのか教えていただきたい。

○小牧医療薬務課長 まず、最初に御質問がご

ざいました診療科ですね。整形外科とか、眼科

とか、耳鼻科とか、そういうところについては、

医療機関の競合している診療科ということにな

りますので、それには関わりなく医療補助をす

る病院、診療所であれば対象となると。

後段で御質問がありました、いわゆる鍼灸院

とか、マッサージ院とか、整骨院につきまして

は、県内に大体1,200か所ぐらい施術所がござい

ますけれども、これについては、国から現在示

されている資料には記載がございませんので、

今回お願いしている予算の積算にも含まれてい

ないということでございます。

○重松委員 重要なことで、そういう鍼灸の方

とか、整骨、整体の方もそういう施術をされる

ことで、かなり御苦労されている部分があった
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りとかして、実際かなり患者数が減っていると

いう話も昨日伺ったもので、同じ条件になるの

かなと思ったものですから。何らか要望がもし

県のほうから出せるのであれば、出していただ

けないかなというふうにも思っているところで

す。

○小牧医療薬務課長 国の説明の中では、三つ

条件が示されておりまして、１つ目が重症化す

るリスクの高い患者と接触するということ、２

つ目が、その事業が継続して実施されていくこ

とが必要だということ、３つ目がクラスター等

の発生状況等を勘案して対象施設を決定されて

いるというような説明を受けているところでご

ざいます。

今後、具体的にどんなところが対象となるか

というのは、我々も、要綱等の内容をしっかり

国に問い合わせて確認して、広報・ＰＲ等をし

ていきたいと考えています。

○重松委員 分かりました。恐らくその団体の

方も同じような声を上げられると思いますので、

また情報が分かりましたら周知をいただきたい

と思います。

○図師委員長 慰労金交付金交付事業に関して

関連はないですか。

○濵砂委員 この対象者10万人には、ここにい

ろいろ書いてあるように、従事する全ての職員

が入るんですか。

○山下福祉保健課長 介護等でありましたら、

施設事業所に勤務し、利用者と接する職員とい

う書き方がしてあります。

それから、病院に関しましても、医療機関等

に勤務し、患者に接する医療従事者や職員とい

う言い方がされておりまして、１日当たりの勤

務時間は問わないというようなところもござい

ますので、この文字だけを見ますと、いわゆる

医療従事者、介護の担当をする方だけではなく、

職員等は幅広く入る可能性はあると。

職種等は限定されないのではないかというふ

うに聞いています。

○満行委員 ４ページ、県の福祉事務所、市の

福祉事務所の関係、市だったら窓口は市、県だ

と県の福祉事務所だと思うんですけど、窓口を

お願いします。

○山下福祉保健課長 県では、福祉事務所に相

談支援機関ということで置いておりまして、市

に関しましては、市でそれぞれ事情がございま

して、社会福祉協議会に委託して設置している

ところと、福祉事務所に置いているところと、

二通りございます。

○満行委員 同じスキームで、市もやるという

ことですか。

○山下福祉保健課長 今回の事業は、あくまで

も県の福祉事務所の分ということで、市にもこ

ういう形で同じように進めているという情報は

お伝えしておりまして、市の中では増員等をさ

れたり、はじき落とされるところがあるという

ふうには聞いております。

○満行委員 ５ページの慰労金交付事業の窓口

はどこなんですか。県、市町村。

○山下福祉保健課長 この事務は、県で支給事

務をすることになっていますので、まず国から

県にこの手続が来て、そこから最終的には、職

員から皆さんのほうにお渡しするということな

んですが、県と本人との間に具体的にどういう

機関が入ってくるかというのは、まだはっきり

しておりません。

先ほど申し上げたように、事業所なり施設な

りが取りまとめて報告をしていただくというふ

うにも聞いておりますし、地場関係団体に一緒

に取りまとめていただいてという話も聞いてい
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るんですが、最終的にまだ具体的な話が来てい

ない状況です。

○満行委員 ６ページの感染拡大防止等の支援

窓口はどこになるんでしょうか。

○小牧医療薬務課長 これは県でございます。

○満行委員 積算内訳は出ているんですか。

○小牧医療薬務課長 まず事業概要にございま

す（１）の救急・周産期・小児医療機関の院内

感染防止対策につきましては、31億円を計上し

ております。

このうち、説明書きにあります感染防護に必

要な設備等の整備につきまして６億6,000万円、

後段、最後のほうに書いている診療体制を確保

することに必要な経費の支援としまして22

億4,000万円でございます。

対象の医療機関は、救急告示施設が66施設ご

ざいますので、その66施設を対象とするという

ことで計上させていただいております。

あと、（２）の医療機関・薬局等における感染

拡大防止等につきましては、27億465万円を計上

させていただいております。これにつきまして

は、病院については１病院当たり200万円、そし

て保有している病床数、１床当たり５万円を加

算しております。

そして、医療診療所、いわゆるクリニックに

つきましては、ベッドのある有床のクリックに

ついては200万円、無床、ベッドのない診療所に

ついては100万円という形で積算をしているとこ

ろでございます。

○満行委員 救急というだけで、もうこれがオ

ーケーということなんですか。

○小牧医療薬務課長 積算上、救急告示施設だ

けの積算にしているのは、救急告示施設が周産

期の医療施設、小児の医療施設を全て兼ねてお

りますので、結果として救急医療施設の数で積

算することで充足しているということです。

○満行委員 ７ページ、新型コロナウイルス緊

急対策事業のスキームがよく分からなくて、地

域の医師会等が運営している機関、センターに

その委託をすると。診療報酬でやっている分に

今まで行政がやっていた分を委託をするという、

これは補助じゃなくて委託というスキームなん

ですけど、これは今まで行政でやっていた検査

を委託するというイメージなんでしょうか。

○川越健康増進課長 通常、ＰＣＲ検査をする

ときには、帰国者・接触者センター等を受診し

まして、そこで初診料だとか、再診料だとか、

あるいは検査・検体採取、そういったものを診

療報酬で取りまして、それを衛生環境研究所に

持っていくときは、無料で検査をしています。

今回、地域の医師会等に委託しますのは、そ

こで検体を採取するという行為に対して委託と

いう形で、検体を採取するという行為そのもの

には診療報酬は発生しないだろうという想定の

下に、そこの人件費、医師の人件費や看護師の

人件費、そういったものを県の委託料という形

でお支払いするということを考えていました。

その後の検査については、民間に行くときは、

診療報酬で検査できますので、実際の検査の部

分は診療報酬でやると。あるいは、衛生環境研

究所にそのまま持っていくパターンもあるのか

なと思いますけれども、検査の部分は別のスキ

ームでやっていまして、検体を取る部分につい

てのみ委託をするということで考えております。

○満行委員 今後恒常的に、この委託は続くと

いうことでしょうか。

○川越健康増進課長 この事業は、国の国庫補

助事業を活用しておりますので、国がどういう

形で来年度継続されるかということが一つの判

断材料になるかと思いますし、この感染症の今
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後の蔓延状況でまたやり方は変わってくると考

えていますので、当面、今年度の事業というこ

とで予算化しております。

○満行委員 ８ページ、ひとり親世帯臨時特別

給付金ですけど、この窓口と、申請はいつまで

という期限があるんでしょうか。

○壱岐こども家庭課長 窓口につきましては、

町村分の支給に関しましては県が、市分は各市

が担当することになります。

先ほど説明させていただきましたけれども、

アの令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受

けている方に関しましては、申請行為は不要と

なっております。ただし、手続上辞退されます

かということを、文書を送るということを国が

示しておりまして、その確認期間を１週間から

２週間程度置くということにはなっております。

○満行委員 申請者の期限は。

○壱岐こども家庭課長 申請の期間に関しまし

ては、まだ決定しておりません。まずアの方の

支給のめどが立ってからということになるとい

うふうにされております。

○満行委員 分かりました。以上です。

○図師委員長 お昼になりましたので、この議

案並びに報告事項についての審議を午後１時10

分から再開ということで、暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時８分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

議案並びに説明がありました報告事項につい

て、引き続き質疑をお受けいたします。いかが

でしょうか。

○重松委員 もう一度、２ページの周産期母子

医療センター災害時医療提供の燃料タンクにつ

いて、自家発電用ということでありますので、

増設・強化において大体何日対応できるのか教

えていただきたいと思います。

○川越健康増進課長 ３日分の整備をすること

としています。

○重松委員 これは県西地区ですけど、県央地

区、県北地区については、もう十分備えがある

ということでしょうか。

○川越健康増進課長 県央に宮崎大学医学部附

属病院、市郡医師会病院、古賀総合病院があり

ます。あと県立延岡病院、県立日南病院がござ

います。それぞれこの燃料タンクについては３

日分を確保しているということで聞いておりま

す。都城医療センターについては、これまで１

日程度しかなかったということで、今回増強を

計画しているところであります。

○図師委員長 ほかいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、次にその他報告事項

に関する説明を求めます。

なお、これにつきましても委員の質疑は、執

行部の説明が全て終了した後にお願いいたしま

す。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） 新

型コロナウイルス感染症に関する本県の対応状

況について、常任委員会資料の10ページを御覧

ください。

なお、資料は、５月29日に開催されました政

策調査審議会並びに合同政策研究会で用いた物

とほぼ同じ物となっております。

まず、国及び本県の主な対応状況です。

１月30日に、国が新型コロナ対策本部を設置

したのに併せて、本県も２月３日に対策本部を

設置しております。

幸いにも本県での発生がないまま、２月28日

には、国が学校の全国一斉臨時休業を要請して
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おります。

３月４日に、本県の１例目が確認されており

ます。

11ページを御覧ください。

３月17日には、本県の２例目と３例目が確認

されています。

３月26日に、国は対策本部を、３月13日に開

催されました新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づく対策本部に改めております。それ

に併せて本県も対策本部を特措法に基づく対策

本部に改めたところです。

３月20～22日の３連休の影響や３月末から４

月初めにかけて、入学や人事異動に伴い人の移

動が活発化することが懸念されることから、４

月２日には４月を感染拡大防止強化月間とする

知事メッセージを発出しております。

４月３日に、本県の４例目から７例目が確認

され、資料の12ページになりますが、11日の17

例目までの計14名が９日間に集中して確認され

ております。

４月７日には、国が特措法に基づく緊急事態

宣言を７都府県に発令し、16日には緊急事態宣

言が全都道府県に拡大されております。

本県も５月のゴールデンウイークにおける県

外からの人の移動を抑えるため、４月24日には、

遊戯施設や遊興施設に対して休業を要請してお

ります。

４月30日の臨時議会では、入院病床の確保や

ＰＣＲ検査体制の強化に関する補正予算の議決

をいただきました。

13ページをお開きください。

５月14日には、本県を含む39県が緊急事態措

置の対象地域から解除されたことに伴い、本県

の対策本部で緊急事態宣言の解除を受けた対応

について決定し、緊急事態宣言解除の考え方、

新しい生活様式、経済対策について、知事メッ

セージを発出しております。

５月25日には、全ての都道府県が緊急事態措

置の対象地域から解除されて、現在に至ってお

ります。

14ページを御覧ください。

本県の相談・検査状況です。

一番上の表にありますように、６月14日まで

の宮崎市保健所分を含む相談件数は、１万8,971

件で、うち一般相談が4,540件、帰国者・接触者

相談センターへの相談が１万4,431件となってお

ります。

ＰＣＲの検査件数は1,480件で、うち17件が陽

性となっています。

一番下が１日当たりの検査数のグラフとなっ

ておりますが、４月14日の57件が最大で、やは

り感染者が確認された４月の第２週と第３週の

検査が多くなっていることが分かります。

15ページをお開きください。

本県の感染者状況一覧です。12例目の患者が

最後になりますが、５月25日に退院されており

ます。

16ページを御覧ください。

入院医療体制になります。一番右にあります

ように、宿泊施設で350室、病院病床で231床を

目標にしておりますが、現在、宿泊施設では200

室が、病院病床では重症対応21床を含む204床が

確保できております。

ページをめくっていただき、先に18ページを

御覧ください。

204床を確保しております病床の二次医療圏ご

との病床数になります。下の米印にありますよ

うに、医療圏で病床数を超える感染者が発生し

た場合は、他の医療圏で受け入れることとして

おります。



- 26 -

令和２年６月18日(木)

17ページにお戻りください。

ＰＣＲ検査の実施体制についてです。

行政検査としましては、県の衛生環境研究所

が１日最大120件に、宮崎市保健所では１日最

大48件に拡大しております。

また、保険診療として、今月から都城市郡医

師会の検査センターにおいて、１日最大14件の

検査が実施可能となっております。今後、宮崎

市郡医師会の検査センター、延岡市の夜間急病

センターでも検査が実施されることになります。

その他の圏域についても、検討を進めてまいり

ます。

19ページをお開きください。

緊急事態宣言の解除を受けた本県の主な対応

でございますが、20ページ、21ページはその別

紙となっております。

ステップ②、明日19日からの対応につきまし

ては、お手元に配付しております昨日の知事記

者会見資料を御覧ください。

前提として、「新しい生活様式」に基づく行動

をすること、業種ごとに策定される感染拡大予

防ガイドライン等の実践をすることが、今後段

階的に社会経済活動レベル引き上げることの大

本命となっております。

まず、イベント等については、資料の下半分

ですが、人数上限が1,000人に拡大されます。な

お、収容率については収容の50％以内となって

おります。

裏面を御覧ください。

県をまたぐ移動には制限がなくなります。な

お、県をまたぐ移動の中でも観光振興について

は徐々にということになっております。

委員会資料のにお戻りください。

次の22ページから23ページにかけては、本県

における警戒レベルの考え方で、二次医療圏ご

とに適用する考え方に変更はありません。

なお、県のホームページでは、指標を用いま

して二次医療圏ごとの警戒レベルが分かるよう

に色づけして表示しております。

24ページを御覧ください。

最後に緊急小口資金及び総合支援資金につい

てです。

一番下の表にありますように、６月12日まで

に、主に休業された方を対象とする小口資金

は3,296件、主に失業された方を対象とする総合

支援資金は784件の実績となっております。

新型コロナウイルス感染症に関する本県の対

応状況等については、以上になります。

○山下福祉保健課長 常任委員会資料の25ペー

ジをお開きください。

Ⅱ、次期指定管理候補者の選定についてでご

ざいます。

今回、御説明いたします指定管理者制度を導

入している施設は、３課でそれぞれ所管してお

りますけれども、共通する部分も多いことから

福祉保健課のほうでまとめて御報告させていた

だきます。

まず、１の管理運営実績についての（１）指

定管理業務の概要でございます。

表にありますように、現在、平成30年４月１

日から令和３年３月31日までの３年間を指定管

理に委託しまして、宮崎県福祉総合センター、

県立母子・父子福祉センター、県立視覚障害者

センター、県立聴覚障害者センターの計４つの

施設につきまして、文化コーポレーションなど

３つの指定管理者により管理運営がなされてお

りますが、今年度で指定期間が終了しますこと

から、令和３年度からの指定に向けて候補者を

選定することといたしております。

次に、（２）施設利用状況・施設収支状況でご
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ざいますが、ア、宮崎県福祉総合センター及び

県立母子・父子福祉センターにつきましては、

県立の母子・父子福祉センターが総合センター

の一画にございますことから、一体的に指定管

理に供しておりまして、令和元年度の施設利用

者数は、下の表の一番右側にありますとおり、

８万120人、施設利用回数は、その下の3,699回

となっております。

続きまして、26ページを御覧ください。

令和元年度の収入は、一番上の表の右端にな

りますが、5,342万7,000円、支出は右端の下か

ら２段目、4,742万2,000円となっておりまして、

収支差額は一番下、600万5,000円となっており

ます。

イ、県立視覚障害者センターについてです。

令和元年度の施設利用者数は3,884人となってお

ります。収入は、一番上の右端、2,614万円、支

出は、その下から２番目、2,622万5,000円、収

支差額はマイナス８万5,000円となっておりま

す。

ウ、県立聴覚障害者センターについてです。

令和元年度の施設利用者は、5,600人となってお

りまして、収入は右の表の一番上の右端、2,593

万4,000円、支出は同額の2,593万4,000円、収支

差額はゼロ円となっております。

（３）の管理運営状況でございますが、利用

者の利便性の向上等につきまして、御覧のとお

り、アの共通事項、イの個別事項に取り組んで

いるところでございます。

ページをおめくりいただきまして、（４）の評

価についてでございます。

ア、イ、ウにそれぞれ示しておりますとおり、

各施設とも基本協定に基づきまして、利用者の

利便性の向上を図られ、おおむね適正な管理運

営がなされております。

次に、２の次期の募集方針（案）についてで

あります。

まず、（１）業務の範囲でありますが、ア、宮

崎県福祉総合センター及び県立母子・父子福祉

センターにつきましては、①会議室等の予約管

理・利用許可等業務など４項目、イ、県立視覚

障害者センターにつきましては、①研修室等の

維持管理業務など６項目、ウ、県立聴覚障害者

センターにつきましては、①研修室等の維持管

理業務など６項目を主な業務としているところ

です。

28ページを御覧ください。

（２）指定期間でございますが、令和３年４

月１日から令和６年３月31日までの３年間とし

ております。

次に、（３）の基準価格でございますが、年額

で、ア、宮崎県福祉総合センター及び県立母子

・父子福祉センターは5,529万2,000円、イ、県

立視覚障害者センターは2,683万5,000円、ウ、

県立聴覚障害者センターは2,639万1,000円とし

ております。

（４）の利用料金でございますが、施設の設

置目的を考慮しまして、会議や研修等での施設

利用に関する利用料金制は導入しないこととし

ております。

次に、（５）の募集でございますが、募集期間

を本年２年７月６日から９月７日までの２か月

間としております。

募集広報につきましては、県公報、県庁ホー

ムページのほか新聞・テレビ等で広報を行って

まいりたいと考えておりますし、ウにあります

ように現地説明会の開催等による情報の提供を

行っていくこととしております。

次に、（６）の資格要件でございますが、ア、

共通事項としまして、①の県内に事業所又は事
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務所を有する、又は指定期間の初日までに設置

が見込まれる法人その他の団体であることと、

現在の選定の際と同様の８項目としております。

ページをおめくりいただきまして、29ページ

でございますが、イの個別事項としまして、そ

れぞれの施設の特性に応じて、防災管理者の配

置とか、各障がい者への情報提供の実務経験者

の従事等の要件を定めております。

次に、（７）の選定でございます。

ア、審査の流れですが、県において申請書類

に基づき資格審査を行いまして、その後、外部

委員で構成します指定管理候補者選定委員会に

おきまして各応募者のプレゼンテーション及び

ヒアリングを実施した上で、審査を実施いたし

ます。関係部局の職員で構成する指定管理候補

者選定会議において指定管理業者を選定するこ

とになっております。

なお、宮崎県福祉総合センター等指定管理候

補者選定委員会につきましては、イにございま

すとおり、学識者や施設利用者の代表者５名と

しております。

30ページを御覧ください。

指定管理候補者選定会議につきましては、ウ

にございますとおり関係部局の職員で構成して

おります。

次に、（８）の選定基準としましては、①住民

の平等な利用が確保されること、②施設の効用

を最大限に発揮するものであること、③管理運

営に係る経費の縮減を図るものであること等の

項目としております。

次に、（９）の審査項目・配点でございます。

選定委員会の採点合計が、総配点の100分の60

以上を満たすことを選定の前提条件としており

ます。

まず、ア、宮崎県福祉総合センター及び県立

母子・父子福祉センターでございますが、①住

民の平等な利用の確保など、５項目につきまし

て、それぞれに配点を定めまして、合計で100点

となるようにしております。

31ページに移りまして、イ、県立視覚障害者

センター及び聴覚障害者センターにつきまして

は、総合センターと同様の審査項目としており

ます。

32ページでございますが、３のスケジュール

についてでございます。

今年６月４日に第１回の指定管理候補者選定

委員会を開催し、前期の管理運営実績の検証や、

次期の募集方針等について検討を行っていただ

いたところです。

今後、７月６日から９月７日にかけて募集を

行い、９月に書面の一次審査、10月には第２回

目の指定管理候補者選定委員会による審査を行

いまして、指定管理者選定会議の確認を経て候

補者を選定してまいりたいと考えております。

その上で、11月の定例会で指定管理者の指定

議案を提出させていただき、議決をいただきま

したら指定管理者の指定を行いまして、令和３

年４月１日から新指定管理者による業務を開始

させていただきたいと思っております。

次期指定管理候補者の選定については、以上

でございます。

続きまして、33ページをお開きください。

Ⅲ、令和２年度に策定・改定予定の主な計画

についてでございます。

福祉保健課から２件ございまして、まず第４

期宮崎県地域福祉支援計画の策定についてであ

ります。

本計画は、社会福祉法第108条に基づき定めて

いるものでございまして、今年度末で現計画が

満了することから、令和３年度からの第４期計
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画を策定するものです。

２、概要等の（１）にありますとおり、令和

３年度から令和７年度までの５年間としており

ます。

（２）の計画の趣旨ですが、県が市町村を包

含する広域的な行政主体としまして、広域的な

観点から、市町村の地域福祉が推進されるよう、

市町村の規模、特性等に基づきまして市町村を

支援していくための計画を策定するものです。

（３）主な内容案ですが、①から⑤にお示し

しているとおりでございます。

最後に、３の今後のスケジュール（予定）で

ございますけれども、上から、本県の地域福祉

を取り巻く環境の変化ですとか、地域共生社会

の実現に向けた取組について地域福祉関係者向

けのアンケート調査を行いまして、後に庁内関

係課、関係機関等で構成されます地域福祉支援

計画策定委員会及びワーキングチームにおいて

計画の素案、計画案の協議等を行う予定として

おります。また、年明けの常任委員会で最終案

の御報告をさせていただき、御意見いただきな

がら計画策定までの作業を進めてまいりたいと

考えております。

続きまして、34ページでございます。

第４期宮崎県自殺対策行動計画の策定につい

てでございます。

１の策定の理由ですけれども、本計画は、自

殺対策基本法に基づき定めておりまして、今年

度末で現計画期間が満了いたしますことから、

計画の見直しを行いまして、令和３年度からの

第４期計画を策定するものです。

２の概要等の（１）計画期間は、令和３年度

から令和５年度までの３年間となっています。

（２）の計画の趣旨ですが、県、市町村並び

に保健・福祉・医療等の各種団体が連携しなが

ら、これまでの取組の成果や課題、そして、自

殺対策基本法、大綱の趣旨を踏まえまして、県

を挙げて、誰も自殺に追い込まれることのない

地域社会の実現を目指すために計画を策定する

ものです。

（３）の主な内容（案）ですけれども、①本

県における自殺状況等のほか、②の基本施策、

③の施策の推進体制について取り組んでまいり

たいと思います。

３の今後のスケジュール（予定）でございま

すが、今後、こころの健康に関する県民意識調

査を行いまして、その後、庁内関係課で構成さ

れる自殺対策推進本部会議、それから関係機関

・団体で構成されます自殺対策推進協議会にお

きまして、検討を行ってまいります。

年明けの常任委員会で最終案の御報告をさせ

ていただき、御意見をいただきながら計画策定

に向けて作業を進めてまいりたいと考えており

ます。

福祉保健課からは、以上です。

○佐藤長寿介護課長 長寿介護課でございます。

委員会資料の35ページをお開きください。

宮崎県高齢者保健福祉計画の策定について、

御説明いたします。

まず、１の策定の理由についてでございます

が、宮崎県高齢者保健福祉計画は、老人福祉法

及び介護保険法の規定に基づき定めているもの

でございまして、３年ごとに見直しをしている

ことから、今年度で終期となっている現計画を

見直し、今後３年間における本県の高齢者保健

福祉施策の指針となる新たな計画を策定するも

のでございます。

また、昨年６月に出されました国の認知症施

策推進大綱を踏まえまして、認知症施策推進計

画を新たに策定し、本計画の中に位置づけるこ
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ととしております。

次に、２の概要等についてでございますが、

（１）の計画期間は、令和３年度から５年度ま

での３年間。（２）の計画の構成と趣旨は、国の

示す基本指針と市町村が策定する介護保険事業

計画との調和を図りながら、また広域的な見地

から、県として①から③に記載してございます

３つの計画を一体のものとして策定するもので

ございます。

（３）の主な内容は、本県における高齢化等

の状況や要支援者及び要介護者等の状況、いわ

ゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年、さら

には団塊ジュニア世代が65歳以上となり、15歳

から64歳の現役世代が急減するとされておりま

す2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の

整備、居宅サービスや施設サービスなどの介護

給付等対象サービスの種類ごとの必要量の見込

み、認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策

の推進を予定しているところでございます。

最後に、３の今後のスケジュールでございま

すが、本年７月に国の基本指針案が示される予

定でございますので、それを踏まえまして県計

画の骨子案を作成することとしております。

10月に、計画の素案について市町村へのヒア

リングを行い、11月には介護・医療等の関係団

体で構成する県高齢者サービス総合調整推進会

議の意見聴取を行い、12月に厚生常任委員会に

計画素案を報告したいと考えております。その

後、パブリックコメントなどを受けまして、来

年３月の常任委員会に最終計画案の御報告をさ

せていただき、御意見をいただきながら計画を

策定してまいりたいと考えております。

長寿介護課からは、以上でございます。

○重盛障がい福祉課長 障がい福祉課でござい

ます。

36ページをお願いします。

第６期宮崎県障がい福祉計画等の策定につい

てでございます。

まず、１の策定の理由であります。

現行の宮崎県障がい福祉計画は、令和２年度

で第５期の計画期間が満了することから、令和

３年度からの新たな３か年の第６期計画を策定

するものであります。

また、障がい児福祉計画につきましても、引

き続き障がい福祉計画と一体のものとして策定

することとしております。

２、概要等でありますが、（１）計画期間は、

令和３年度から令和５年度までの３年間として

おります。

（２）計画の趣旨でありますが、国の基本方

針及び市町村の障がい福祉計画を踏まえた上で、

障がいのある方々が自立した日常生活及び社会

生活を営むために必要なサービスが地域におい

て計画的に提供されることを目的として策定を

するものであります。

（３）主な内容でありますが、①から③にあ

りますとおり、国の基本方針、それから市町村

の障がい者・児福祉サービスの必要見込み量な

どを踏まえまして、本県における障がい者・児

福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標や

必要な見込み量、地域生活支援事業の種類ごと

の実施方策などについて定めることとしており

ます。

３、今後のスケジュールでありますが、市町

村や障害福祉サービス事業者、障がい者関係団

体等の方々との意見交換、それから学識経験者、

医療、保健、教育、雇用、障がい者団体などで

構成されます宮崎県障害者施策推進協議会の開

催、さらにはパブリックコメントの実施により、

幅広い意見をお伺いするとともに、常任委員会
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の委員の皆様からも御意見をいただきながら計

画を策定してまいりたいと考えています。

説明は、以上であります。

○木添衛生管理課長 衛生管理課でございます。

37ページを御覧ください。

当課では、今年度、宮崎県動物愛護管理推進

計画を改定することとしておりますので、その

概要を御説明いたします。

まず、１の策定の理由でありますが、本計画

は、動物の愛護及び管理に関する法律第５条に

基づき定められている「動物の愛護及び管理に

関する施策を総合的に推進するための基本的な

指針」に即して、都道府県が策定するものであ

ります。昨年６月に法律が改正され、それに伴

い本指針も令和２年４月に改定されたことから、

本計画を改定するものです。

次に、２の概要等についてですが、（１）の計

画期間は、令和３年度から令和12年度までの10

年間です。

（２）の計画の趣旨でありますが、県民一人

一人の中に、動物の命を尊重する考え方及び態

度を醸成し、動物に対する社会的な責任を自覚

した上での適正な飼養等を普及させることによ

り、適切な動物の愛護及び管理の基盤となる県

民共通の理解を形成することで、人と動物の共

生する社会の実現を図ることとしております。

（３）の主な内容（案）としましては、犬・

猫の殺処分数減少に向けたさらなる取組をはじ

め、動物愛護センターの機能強化や、人とペッ

トの災害対策、多様な関係者との連携及び人材

の育成としております。

最後に３の今後のスケジュールにつきまして

は、９月までに計画素案を作成し、動物愛護推

進協議会を開催の上、12月の常任委員会で計画

素案を御報告します。その後、市町村の意見を

聴取し、パブリックコメントを実施した上で、

再度、動物愛護推進協議会を開催し、３月の常

任委員会において計画案を御報告したいと考え

ております。

説明は、以上であります。

○図師委員長 執行部の説明が終了しました。

ただいま御説明いただいたその他報告事項に

ついて質疑をお受けいたします。

○右松委員 新型コロナウイルス感染症に関す

る本県の対応状況等の一環でお伺いします。私

たち自民党支部の部会で、県への要望を毎年、

年に１回やっていまして、昨日、その部会の中

でいろいろ意見が出ました。もう部長以下皆さ

ん御覧になったと思いますけど、県医師会から

の要望が８項目ぐらいありまして、その中の一

つに市郡医師会病院の活用について書かれてあ

りました。

御承知のとおり、生目に移転しまして、再来

月、８月に開院予定なんですが、あそこは248床

あるんです。もちろん箱物もありますし、医療

機器対応の電気関係であるとか、あるいは水道

管、配線、配管とか大体そういうのは全部入っ

ているわけですので、あれを専門の感染症指定

医療機関として緊急的にいつでも使えるような

状況にしたらどうかということで、いろいろ意

見が出てきた中で、ワクチンがどこかのタイミ

ングで出てくると思うんです。１年、２年、３

年なのか分かりませんけれども、ワクチンが出

来上がるまでの当面の間、これは医師会の医師

の意見ですので、やはり我々は重く受け止めな

いといけないと思うんです。ただ、相手先とし

て、市もありますし、そのあたりで県として一

定期間借り上げるなり、有効活用していく考え

が―医師会からはもう既に要望書は来ていま

すので、目を通されているはずですから、考え
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があるのかどうか。そして市との協議といいま

すか、その辺をもう既にやられているのか、あ

るいは情報を持っておられるのか、現段階での

考え方を教えてもらうとありがたいです。

○小牧医療薬務課長 県医師会から６月４日に

知事に要望をいただきまして、その１項目とし

て、現在の宮崎市郡医師会病院の施設を新型コ

ロナウイルス感染症専門病院とするということ

の要望がございました。

これについては、当然、今、非常に病床の確

保とかそういうところがなかなか難しい中で、

建物のハード施設は、医療資源として貴重な存

在ということで認識しておりますし、今、市郡

医師会、県医師会とも、どういった形であれば

そういう利活用が可能なのかというところにつ

いて意見交換はさせていただいているところで

ございます。

ただ、やはりハード面として魅力的な反面、

移転してしまった後ということになりますと、

人的な資源をどうやって手当するのかというと

ころがやはり一番大きな課題となっておりまし

て、それについてどのような方法があるのかと

いうことについては意見交換をさせていただい

ている状況でございます。

○右松委員 市郡医師会だけでなく、市のほう

の対応もあると思うんです。余り長く延ばせな

いというか、８月に全面的に移転するわけです

から、その後どうするか。話が長引けばこの話

もなくなる可能性も当然あるわけで、確かにマ

ンパワーの部分とかいろいろ課題は多いと思う

んですが、県としても県医師会からの要望をど

ういう扱いにしていくのか。市の納得する条件

が当然あるでしょうし、その辺がどこまで、２

か月後、その先も考えて、市とは協議をしっか

り、県がそこまで本気でやるということで話が

進んでいる状況であれば、教えてもらうとあり

がたいなと思います。

○小牧医療薬務課長 一番の当事者である宮崎

市郡医師会と、宮崎市もやはり関係してくると

思いますので、移転のスケジュールとかも十分

に念頭に置きながら課題の検討を進めてまいり

たいと思っております。

○右松委員 部会で先輩議員のほうからお話が

ありましたように、一定期間、当面の間という

考えで話をしたもので、その辺をちょっと踏ま

えた上で、これからずっと５年も10年も維持す

るとなると大変なことですから、あくまでもワ

クチンができるまで当面の間という条件での話

をしたつもりなので、またそれも含めて検討し

てもらうといいと思います。

○井本委員 国は、特措法に基づいてこういう

緊急宣言を出しているわけですよね。県の根拠

は何なんですか、条例があるんですか。

○有村感染症対策室長 国が法律に基づいて宣

言をいたします。解除された後は、特措法第24

条第９項というのがございまして、それに基づ

いて知事が各種協力を要望することができるこ

とになっております。

○井本委員 もう一回聞くと、じゃあ、法律に

基づいて知事がやっとるんですか。

○川越健康増進課長 インフルエンザ等特措法

に基づきまして、都道府県知事、あるいは国が

緊急事態宣言の対象地域と定めたときには、そ

れに基づきます知事の権限というのがあります

ので、特措法に基づいて県も、いろいろな外出

の自粛の要請だとか、休業の要請だとか、そう

いったところを行っているというところでござ

います。あくまでも特措法に基づく知事の権限

等でございます。

○井本委員 そうすると、実施するための条例
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がないということですか。そんなことできるん

ですかね。

○渡辺福祉保健部長 申し添えますと、恐らく

問題意識が緊急事態宣言、国がああいう大がか

りな宣言をしてできることと、国が大きな宣言

をしなくてもできることの線引きのところの問

題かと思います。もう少し説明をしますと、新

型インフル特措法は、まさに宣言が出て―緊

急事態措置と言いますけれども、宣言が出たか

らこそできる、県で言うと特定都道府県に該当

するという、その宣言が出たらできることと、

宣言が出なくてもできることがあるんです。

宣言が出たらできることというのは、45条に

基づく強い要請です。それは何かと言ったら、

従わなかったら公表するとか、指示を出すとか、

国の宣言がされていて、宮崎県が特定都道府県

になっていないとできないのですが、今申し上

げた24条というのは、国の宣言がなくても通常

平時でも感染拡大防止のために必要な協力を公

私の団体及び個人にするという性格の、要はふ

わっとした協力なんですけど、必要な協力をお

願いするのは平時でもできる。それに基づいて、

まさに今協議会から御提案いただいている緊急

事態宣言というのを国が宣言していなくてもし

ていくべきじゃないか。ただし、そこには法律

の根拠がないので、さっき言った公表できると

か、罰則があるとか、そういうものではなくて、

ふわっとした協力のお願いなので、県が出す緊

急事態宣言というのは、今まだ正式決定してい

ませんけど、あくまでお願いベースの措置しか

できないので、条例がなくてもできるというの

が前提になっております。

○井本委員 知事メッセージにわざわざ書いて

あるのもそのせいなのかなと思いながら読んだ

ところだった。今後こういうことに対応するた

めにもやっぱり条例を作っておかないといけな

い気はするんだけど。今後の課題なのかな。めっ

たにあることじゃないんだけれども。こうやっ

てステップ①とか②とか書いてあるわけだから、

何を根拠にそんなこと言ってるのって言われる

と、これはもうそういうお願いですわと、ああ

そうですかというものかもしれないけど、ある

程度強制力みたいなものを持たせるためには、

やっぱり条例みたいなものをつくったほうがい

いのじゃないかなという気がしますけど、今後

の課題でしょうかね。

○渡辺福祉保健部長 貴重な御指摘ありがとう

ございます。おっしゃるとおり、どういう形で

県民の方々への自粛といいますか、行動を制御

するかというのは本当に深い問題だと思います。

根っこには、本会議でも一般質問で休業者の話

もありましたけど、結局それは私権の制限にな

るので、かなり強い措置だと思っています。

国でも特措法ができるとき、そんなことやっ

ていいのかという議論がかなりあったとのこと

ですので、条例でそこまでいくのかという論点

は踏まえて考えないといけないと思いますし、

第１波の経験から、第１波でも行けたから今後

大丈夫だと言いたいわけではないですけれども、

第１波でこれだけのことがあって、本県だけで

なくて、ほかの県でもやはり日本国民とか宮崎

県民の方は真面目なので、お願いベースであっ

ても今の仕組みで抑えられたというか、そうい

う実績もある中で、どこまで私権を制限するこ

とをやっていくのかということは注意しながら、

またいろんな御指摘をいただいて、第２波に備

えたいと思います。

○右松委員 コロナ関係なんですけど、先ほど

重松委員のほうから整骨院の話と、柔道整復師

会の話がありましたが、やっぱりコロナの関係
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で患者さんが行くのをためらうことによる経営

の状況ですが、医師会であるとか柔道整復師会

とか、そういったところの情報収集はされてい

るのか、その辺を参考までに聞きたいんですけ

ど。

ちなみに県病院はやはり空床の問題で、かな

りの損失も当然出ていますので、今年度の収支

が相当厳しい状況なんです。これについては感

染症指定医療機関としてやっている部分に関し

て生じている空床なので、その辺はやはり国に

しっかり見てもらいたいというところは本音と

してありますので、そういう全国知事会で言っ

ていくのか分かりませんが、問題意識としてやっ

ぱり持っているんです。民間ですからまた状況

は違うんですが、情報収集はされているのかを

教えてもらえればありがたいです。

○小牧医療薬務課長 診療所等も含めて数多く

の医療機関で診療受診者が大幅に減るというこ

とについては、先ほど御質問いただいた県医師

会の要望の中にも出ておりまして、その中で要

望されているのは３月分の診療報酬が１割近く

減少しているというようなことはお伺いしてお

りますし、いろんな医療機関のお話からやはり

受診者が減っているというようなことはお伺い

しているところでございます。

○右松委員 分かりました。よく議論にも出て

くるものですから、一般質問でも当然出てきま

したし、我々も情報収集できる部分と、県のほ

うで団体との協議の中でそういった話を把握し

ておいたほうが、どこまでするか分かりません

が、また教えてください。

○脇谷副委員長 さっきの部長のお話でよく分

かったんですけど、宮崎市長が要請なんですか

と言われたときに、いや、要請じゃない、お願

いですと言われたのは、この45条と24条の違い

ということでいいのか。それからもう一つ、外

出を80％控えてくれというふうにお願いしたと

きに、県民の方が例えば80％はどのくらいかと、

外出していいのか、したらいけないのかという

ような判断が全然つかなかったというところが

県民の気持ちなんです。例えばそのときに県外

に行ったとして、コロナにかかってきたとした

ら、そのときの責任とかっていう問題をどうい

うふうに捉えていらっしゃったのかなと思って

いるんですけど、そういう場合に今後どうなん

でしょうか。

○川越健康増進課長 県外との往来の自粛とい

うお願いはしておりました。ゴールデンウイー

クを挟んだときとかです。もちろんそれについ

ては特措法に基づく要請なんですけれども、今

回の感染症でよく言われているのは、かかった

ことについての責任は誰にもないということだ

と思います。誰でもかかる可能性がある感染症

ということで、特に無症状の方もたくさんいらっ

しゃる中で、一度ぐらいかかるかもしれないと

いう感染症なので、かかったことに対する責任

は誰にも問えないというふうに考えております。

○脇谷副委員長 最初の質問、お願いと要請は

一緒なのかということなんです。

○川越健康増進課長 宮崎市長のときは、たま

たま一緒にいたんですけど、ただ、夜の飲食と

か花見とかそういったところでの要請なのかお

願いなのかという議論があって、そのときは、

もちろん特措法に基づいた正式な要請というこ

とではなくて、やはり人の気持ちとして感染が

続いている中で、できれば控えていただきたい

というお願いだったんじゃないかなというふう

に聞いておりました。

○脇谷副委員長 分かりました。特措法に基づ

かないお願いという感じですね。あのとき「お
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願い」と「要請」ですごくバトルがあったので、

何なんだろうというふうに思っていたところな

んですけど、すごく難しいなと思いました。

それともう一つ、指定管理の件なんですけれ

ども、今回、宮崎県福祉総合センターとか、視

覚障害者センターとかありますけれども、この

施設について、いつぐらいから指定管理が始まっ

たのかということと、最初から３年間だったの

か、最初からこの指定管理者の委託業者はずっ

と一緒だったのかということなんです。

○山下福祉保健課長 まず、福祉総合センター

について申し上げますけれども、これが現在５

期目になっておりまして、全て３年間で、１期

目は18年度から始まっております。

指定管理者はその都度選定しているんですけ

れども、指定管理者につきましては１期目から

現在の文化コーポレーションが取っております。

○重盛障がい福祉課長 視覚障害者センターと

聴覚障害者センターも現在５期目になっており

まして、平成18年度からこういった指定管理と

いうことでやっております。受託業者も同じで

あります。

○脇谷副委員長 ５期目ということなんですけ

れども、収入とかは書いてありますね。

それと、宮崎県高齢者保健福祉計画なんです

けれども、今回は高齢者保健福祉と介護保険事

業と認知症施策推進計画、３つを一体化してつ

くるということなんですけど、新たな名称は決

まっているんでしょうか。

○佐藤長寿介護課長 表題に書いてあります高

齢者保健福祉計画をつけようと思っております。

３つの計画を一体化すると申し上げましたが、

資料の真ん中あたりに①、②、③と書いてござ

いますが、第９次の高齢者保健福祉計画、第８

期の介護保険事業支援計画と、今回つけていま

す第１次の認知症計画、これを総称して宮崎県

高齢者保健福祉計画というような名前をつけよ

うと考えております。

○脇谷副委員長 分かりました。

高齢者保健福祉計画をつくるときに意見聴取

される高齢者サービス総合調整推進会議という

のは、これは何でしょうか。

○佐藤長寿介護課長 これは昭和63年から設置

している会議なんですが、構成団体としては、

県医師会とか看護協会とか老保健協会とか、高

齢者に関わる福祉・保健・医療サービスの関係

する団体、あと弁護士会とか市長会、町村会な

どで構成されておりまして、福祉・保健・医療

サービス、それぞれに御意見をいただく推進会

議でございます。

○脇谷副委員長 分かりました。終わります。

○重松委員 先ほどの指定管理者の件なんです

けれども、27ページに書いてあります次期の募

集方針案についてのウで、県立聴覚障害者セン

ターに関して、本会議で質問したことがあるん

ですけど、今電話リレーサービス、つまり福祉

の方々に電話リレーをする方を置いて、それぞ

れ要望を伝える、また逆のパターンもあるとい

うことが今全国で始まっておりまして、電話リ

レーサービスをこの聴覚障害者センターに置く

ことが検討されているのかどうか、また、ここ

にあるのかどうかお尋ねしたいと思います。

○重盛障がい福祉課長 今御指摘のありました

電話リレーサービスにつきましては、国の制度

なのですが、具体的にはそこまで検討しており

ませんし、今回の聴覚障害者センターにおいて

するかどうかについても、まだそこまで検討は

しておりません。

○重松委員 一度そこの所長さんたちと話をし

てきてるんですけど、方針を示して欲しいとい
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う要望を向こうも持ってらっしゃるみたいなん

です。また協議をしていただきたいなと思って

おります。よろしくお願いします。

○図師委員長 ほかございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 では、その他、福祉保健部に関

することで何か質疑はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 ないようですね。

では、以上をもちまして福祉保健部を終了い

たします。

執行部の皆さんは誠にお疲れさまでございま

した。

しばらく休憩いたします。

午後２時３分休憩

午後２時７分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日行

いたいと思います。開会時刻は午後１時とした

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、皆様から何かありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 ないようなので、本日の委員会

を終了したいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 では、以上をもちまして、本委

員会を終了いたします。

午後２時７分散会
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午後１時３分開会

出席委員（８人）

委 員 長 図 師 博 規

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 井 本 英 雄

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

委 員 重 松 幸次郎

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 部 幸 信

議事課主任主事 三 倉 潤 也

○図師委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否も含め御意見をいただければと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時３分休憩

午後１時３分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

特にございませんので、早速採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、議案第５号、議案第12号及び報

告第１号につきましては、原案のとおり可決ま

たは承認することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号ほか３件につきましては、原案のと

おり可決または承認すべきものと決定いたしま

した。

次に、委員長骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について、御意見

等はありませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時４分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、皆様

方の御意見を参考にしながら正副委員長に御一

任いただくということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 ありがとうございます。それで

は、そのようにいたします。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査につきましては、継続調査といたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 御異議ございませんので、この

旨議長に申し出ることといたします。

次に、延期となっておりました県内調査につ

いて、県北調査を７月15～16日、県南調査を８

月５～６日に実施する予定です。

改めて、皆様から御意見を伺いたいと思いま

令和２年６月19日(金)
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す。

なお、お手元に過去５年分の調査実施状況と、

今回の調査先候補を配付しておりますのでお目

通しください。

県外調査は10月に実施予定ですが、現時点で

御意見、御要望がありましたら、併せて、お伺

いしたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時６分休憩

午後１時10分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

それでは、県内調査の日程、調査先等につき

ましては、皆様からいただいた御意見等を参考

にしながら、正副委員長に御一任いただくこと

で御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 ありがとうございます。それで

は、そのようにいたします。

次に、７月20日の閉会中の委員会につきまし

ては、正副委員長のほうで検討させていただき

ます。その内容で進めることに御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 特にないようなので、以上で本

日の委員会を終了いたします。

午後１時11分閉会
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厚生常任委員会委員長 図 師 博 規


